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チーム医療推進会議 開催要綱

1.趣旨

「チーム医療の推進について」(平成 22年 3月 19日 チーム医療の推進

に関する検討会取 りまとめ)を受け、様々な立場の有識者から構成される

会議を開催 し、同報告書において提言のあつた具体的方策の実現に向けた

検討を行 う。

2.検討課題      :

○ チTム医療を推進するための方策について

○ チーム医療を推進するための看護師業務の在り方について

○ その他

1   31構
成早

会議の構成員は、別紙に掲げる有識者とする。ただし、必要に応じ、関

係者の出席を求めることができる。

4.運営

本会議の庶務は、厚生労働省医政局で行う。

議事は公開とする。



(別紙 )

○ :座長

有賀  徹  昭和大学医学部救急医学講座 教授

太田 秀樹  全国在宅療養支援診療所連絡会 事務局長

小川  彰  全国医学部長病院長会議 顧間

北村 善明  日本放射線技師会 理事

堺  常雄  日本病院会 会長

坂本 すが  日本看護協会 冨J会長

島崎 謙治  政策研究大学院 教授

○永井 良三  東京大学大学院医学研究科 教授

中山 洋子  日本看護系大学協議会 会長

半田 ―登  日本理学療法士協会 会長

1   藤り‖謙二  日本医師会 常任理事

1    藤本 晴枝  NPO法人地域医療を育てる会 理事長

宮村 一弘  日本歯科医師会 副会長

山口 徹  虎の問病院 院長

山本 信夫  日本薬剤師会 副会長

山本 隆司  東京大学大学院法学政治学研究科 教授



資料 1

前回までの議論の整理

(チーム医療推進方策検討ワーキンググループ )

1。 チーム医療を推進するための基本的な考え方

○ 我が国の医療は非常に厳しい状況に直面しており、医学の進歩、高齢化の進行等により
医師や看護師の許容量を超えた医療が求められる中、チーム医療の推進は必須である。

○ チーム医療を推進する目的は、専門職の積極的な活用、職種間の有機的な連携を図るこ
と等により医療の質的な改善を図ることであり、そのためには、①コミュニケーション、
②情報の共有化、③チームマネジメントの 3つの視点が重要である。

○ 医療スタツフ間における情報の共有のための手段としては、定型化した書式による情報
の共有化や電子カルテを活用した情報の一元管理などが有効である。

○ 患者もチーム医療の一員という視点も重要であり、患者に対して最高の医療をするため
に各職種がどのように協力するかを考える必要がある。また、患者もチァムに参加するこ
とによって医療者に全てを任せるのではなく、自分の治療の選択等に参加することが必要
である。

○ チーム医療を展開する中で、医師が個々の医療従事者の能力等を勘案して「包括的指示」
を積極的に活用することも重要な手段であるが、「包括的指示」の要件等をあまり定型化し
すぎると医療現場の負担増になる可能性に注意が必要である。

○ チ■ムの質を向上させるためには卒前 日卒後の教育が重要であり、専門職としての知識
や技術に関する縦の教育と、チームの一員として他職種を理解することやチームリーダ
ー・マネージャーとしての能力を含めた横の教育が必要である。

例)チ Tム医療の教育 (昭和大学)

学部の枠を超えて共に学び、患者に真心をこめて医療を行うことを理念として、低学年
から学部連携学習を通じて基盤作りを行い、高学年においては医療現場でのチーム医療の
実践的学習を行うなど、チーム医療を参加型で学習する体系的カリ|キ ュラムを構築してい
る。

○ 急性期、回復期、維持期、在宅期において求められるチーム医療のあり方はそれぞれ異
なるものであり、各ステージにおけるチーム医療のあり方を考えるともに、各々のチーム
医療が連鎖するような仕組みの構築が必要である。          ｀

2。 急性期・救急医療の場面におけるチ ーム医療

○ 高齢者に対しては、高齢者に特徴的な廃用症候群や低栄養状態などの様々な合併症に対
応するための対策が必要であり、そのためには急性期の段階からの対策が重要である。

○ 急性期医療におけるチーム医療については、現状ではマンパワーが限られていることか
ら、少数の専門職が課題に応じてチームを編成する「専門部隊型のチーム医療」が中心と
なっている。「専門部隊型のチーム医療」におぃては、質の高いチーム医療の提供は可能で



あるが、カンファレンス等により情報共有のためのす りあわせが必要であるため、処理能

力には限りがあり、手術室や ICUな どのリスクの高い患者に対するチーム医療には適 して

いる。

○ 今後の急性期医療におけるチーム医療においては、十分な専門職を病棟に配置する「病

棟配属型チーム医療」により、必要な患者全てに対 して、必要な時に十分な質の高い医療

サー ビスを提供することが期待されている。

例 1)急性期における栄養サポー トチーム (近森病院)の取組

管理栄養士を病棟に配属 し、患者の身体所見等の確認を直接行つた り、業務の標準化や
'電子カルテによる書式の標準化を通 じた情報共有を図つたりすると共に、院内 PHSを 活用

し、どこでも連絡をとれる状態にし、必要な時に必要な症例に対 して NST介入を行つてい

る。

例 2-1)病棟における医薬品の安全管理 (東住吉森本病院 )

2病棟に3名 の薬剤師を配置することにより病棟への常駐体制を実現し、患者の状況や
検査結果等をリアルタイムで把握しつつ、薬歴管理を行うことにより、積極的な処方提案
や持参薬を継続使用する際のリスク軽減などを行うとともに、他の医療スタッフヘの助言
及び相談へ対応している。

例2-2)手 術室における薬剤師の取組 (広島大学附属病院)

医師、看護師等とともに安全な手術のためのチームを構成し、手術中に使用される医薬
品管理を手術室に常駐された薬剤師が担当している。具体的には、麻薬・毒薬をはじめと
する手術部内の全ての医薬品管理や手術時の使用薬剤のセツト、注射剤混合調製、麻薬記
録監査、各職種への医薬品情報提供等の業務を実施している。

例 3)入院患者の状態に応じたきめ細やかな栄養管理の効果

入院時に主観的包括的アセスメントの結果、中等度栄養障害と判断された患者に対して、
術前に栄養介入を実施することより術後の在院日数が有意に低下することが報告されてお
り、病棟で管理栄養士がきめ細かな栄養管理を実施することにより、医療の質が向上して
いる:

3。 回復期・慢性期医療の場面におけるチーム医療

○ 回復期のチーム医療においては、褥清対策や栄養管理、感染対策といった課題に対応す
ることが求められており、そのためには病棟への様々な専門職の手厚い配置が求められて
いる。回復期リハビリテーション病棟においては、診療報酬における配置基準よりも多く
のリハビリスタッフや ST、 配置基準には規定されていない管理栄養士、社会福祉士等を配
置している。

○ リハビリテーションにおいては、実用的な日常生活における諸活動の実現を目的として、
リハビリテーションチームによつて全人的アプローチが行われており、リハビリ関係職種



だけではなく様々な職種とカンファレンスを軸にした情報共有と連携を行つている。

例)回復期におけるチ=ム医療 (長崎リハビリテーション病院)の取組      、

専門職間の縦割りを解消するため、'医師を含めた医療職は全て臨床部の所属としたほ
か、ナースステニションをスタッフステーションと、ナースコールをスタッフコールと
変更するなどの工夫を行つている。
48床 に対してスタッフ76人 という手厚い配置を行つており、看護を基盤として互いに

他職種を尊重し、明確な目標に向かつてそれぞれの見地から評価を行い、専門的技術を
効率よく提供する観点からチームアプローチを行つている。

○ 在宅医療において、質の高い医療を効率よく提供するためには、①チームの統合性、②
チームのスピー ド性、③チームの効率性の3つの要素が必要である。

○ 在宅医療における医師と看護師の連携については、患者対応のスピー ドが求められると
ともに実施する医療行為には様々なものがあることから、在宅医療を担う医療機関と訪問
看護を担う機関が提供する医療に関する哲学や実際のやり方を共有することが重要である。

○ 入院から在宅への移行支援については、在宅チTムが主導して在宅への移行準備t試験
外泊等を実施する仕組みを構築することが必要である。

○ 在宅医療において、患者・家族の不安を取り除くために24時間対応は非常に重要であり、
確実な連絡体制を確保する必要がある。

例 1)在宅医療におけるチーム医療 (ク リニック川越)の取組

医師と看護師の一体化したチニムで提供する医療の哲学・実施方法を共有するととも
に、電子カルテを活用してリアルタイムに情報共有を行つている。医療機関と訪間看護
機関の緊密な連携を前提に、医師の指示を工夫するとともに、看護師の臨床能力評価に
応じて実施可能な医行為を決めることにより看護師の裁量権を拡大している。在宅緩和
ケアにおいては、薬剤師が関わるケースが増加しており、麻薬等の薬剤の配送や服薬指
導、中心静脈栄養の調剤等の役割を担つている。

例 2)地域緩和ケアを支える病院薬剤部と保険薬局等との連携 (国立がんセンター東病院)

薬局薬剤師が退院時カンファレンスヘ参加したり、病院薬剤師、薬局薬剤師、訪間看
護を行う看護師及びケアマネージャー間で、患者の症状変化やケアプランなどについて
の情報を共有することにより、地域緩和ケアなどの在宅医療の質を向上するための取組
を行つている。その際に薬剤師は、他職種からの薬剤に関する相談を積極的に受け付け
ることのほか:患者 (特に高齢者)の廉下能力や理解力などから適切な剤形を選択する
こと (速崩壊性製剤、ゼリー製剤等の選択、とろみの添加等)、 多職種連携により得られ

| た食事、排泄、運動等に関する情報から患者の体調を定期的にチェックし、薬剤の効果
や副作用を評価することなどの役割を担っている。

例3)入院から在宅まで連携した栄養管理の取組

入院時から、管理栄養士が患者の状態・病態や生活の状況に応じた患者の食事支援等



を行い、退院後の継続的な栄養維持のための支援として、外来栄養食事指導を行い、通
院困難者に対しては、在宅訪間栄養食事指導にてフォローを行うなど、入院時から退院
後まで一貫して栄養管理を行うことによって質の高い栄養管理の実施が可能となってい
る。

5,医科 0歯科の連携

○ 口腔ケアは誤廉性肺炎予防の基本であり、医療・介護の現場で歯科医師 口歯科衛生士を
チームの一員として活用することにより、高齢患者において特に重要な合併症の予防が期
待される。

○ チーム医療に歯科医師等の歯科関係職種を活用 し、口腔内管理の徹底を図ることで、誤
嘩性肺炎や窒息事故等の発生を防止 し、その後の医療を円滑に行うことに貢献するととも
に、摂食・廉下障害、低栄養状態、日臭等に対する専門的な医療対応を行うことが可能と
な り、入院患者の 00L向 上に寄与することができる。

○ 医科・歯科連携を行うことで、入院患者の 00Lの向上だけでなく、退院後も在宅、施設
等の生活する場における地域連携パスに繋ぎ、口腔の医療面からの地域医療に貢献するこ
とが可能となる。

○ 病院における医科・歯科連携は、歯科を標榜 していない病院が多いことから、病診連携
も含め、歯科医師が、あるいは、歯科医師と歯科衛生士がともに参画することが必要であ
り、そのための施策の整備が望まれる。

例 )医科歯科連携におけるチーム医療 (長崎 リハビリテーション病院)の取組
歯科診療オープンシステムを活用 して非常勤歯科医師と歯科衛生士を活用 した医科・

歯科連携を行つている。

例 )医科歯科連携におけるチーム医療 (昭和大学病院)の取組
チーム医療の実践、チーム医療教育、地域医療連携を 3本柱とした口腔ケアセンター

を設置 している。歯科のある病院においては、歯科を通 してチーム医療に参加 し、歯科
のない病院においては、病棟ヘチームが直接に参加 して医科 口歯科連携を行つている。

6.特定の診療領域等におけるチーム医療

○ 特定の診療領域や課題に応 じて、様々な職種による治療チームを構成 してチーム医療を
実践することにより、各職種がそれぞれの専門性を発揮 した業務に取 り組むことが可能に
な り、医療の質と効率性の向上といった効果が期待される。

例)特定の診療領域等におけるチーム医療の取組  (
口褥療対策チーム (脳血管研究所美原記念病院の例 )



看護師が褥麿発生 リスクを随時評価 し、医師 “薬剤師 口看護師がベッドサイ ドにて薬

剤選択及び治療方針の決定を行い、ハイリスク患者に対 して積極的な体位変換を実施す

る取組により、ハイリスク患者が多い中で褥情発生率を低く抑え、治癒率も良好な水準

となっている。
ロリハビリチーム (脳血管研究所美原記念病院の例 )

医師及びリハビリスタッフがリハビリの適応の確認を行い、リハビリスタッフと看護

師が連携して、超早期からのリハビリを実施するとともに、日常生活援助にリハビリ的

看護ケアを導入するなどの取組によりADLの 改善度合いが向上している。

7.医療スタッフの業務の効率化・業務負担の軽減

○ [急性期の医療において、現在は個別の課題に応じて必要な専門職を集めた「専門部隊型
のチーム医療」が行われているが、十分なマンパワTを確保して必要な専門職を病棟に配
置する「病棟配属型チーム医療」が望ましい。

例 1)薬剤師の病棟配置による薬剤管理の取組

薬剤管理において、薬剤師を病棟に配置し、医師と協働した薬物療法の検討、注射薬
の調製、医師口看護師と協働した点滴投与時の注意事項の確認等を実施することにより、
薬剤に関するインシデント報告件数が減少する効果が現れている。

また、病棟配置により、患者の状況や検奪結果等を随時把握することが可能となり、
―積極的な処方提案や持参薬の適正管理、次の処方のためのフィニドバック、フィジカル
アセスメントの実施による薬効・副作用モニタリング、副作用を抑えるための薬学的管
理、他職種への助言 口相談、薬物療法のプロトコル管理などの薬剤の適正使用に関する
業務を薬剤師が担うことにより、薬剤に関連する有害事象の発生や重篤化の防止など、
医療安全の質が向上する。

例2)管理栄養士の病棟配置による栄養管理の取組

患者の日々の栄養摂取状況と摂取栄養量を把握し、栄養不良のリスクを回避すると共に、
治療食や栄養管理方法について他職種への助言 口相談、患者、家族への説明や調整を行う
ことにより、質の高い栄養管理を実施できるとともに、看護師等の行つている業務を軽減
することができる。

○ 全日本病院協会が実施 した看護師の業務に関する調査によると、依然として看護師が機

器点検や物品管理、検体搬送等の業務を実施 しており、他職種との業務分担等による業務
の見直 しが必要である。



資料 2

今後の検討に係る論点

(チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ)

1.検 討の前提

○ 本ワーキンググループは、「チーム医療の推進にっいて」 (平成 22年 3月 19日 チーム医療の推

進に関する検討会取りまとめ)の実現に向けて設置された「チーム医療推進会議」において、看護

師の業務範囲、「特定の医行為」の範囲、特定看護師 (仮称)の要件、特定看護師 (仮称)の養成

課程の認定基準等について検討するためのワーキンググループとして設置されたものである。

○ このため、本ワーキンググループでは、「チーム医療の推進について」の内容を前提とし、その

実現に向けて、上記の検討事項に関する検討を進めることとする。

○ その際、当面は、第 3回チーム医療推進会議 (平成 22年 10月 29日 開催)に本ワーキンググル

ープより報告 した「当面の検討の進め方Jに従い、「看護業務実態調査」の結果、「特定看護師 (仮

称)養成 調査試行事業」 (以下「調査試行事業」という。)の実施状況、学会・職能団体の意見等

を踏まえながら、検討を進めることとする。

O なお、検討に当たつては、一部の委員から「特定の医行為は特定看護師 (仮称)しか実施できな

いとした場合には、医療現場が混乱するおそれがある」といった懸念が表明されたことも踏まえ、

医療安全の確保を十分に図るとともに、医療現場が混乱 しないよう、その実態に十分配慮すること

とする。

2.特定看護師 (仮称 )・ 看護師の業務範囲

○ 看護師の業務範囲や特定看護師 (仮称)の業務範囲については、「当面の検討の進め方」に従い、

看護業務実態調査において「今後、看護師の実施が可能」との回答が一定程度得られた業務・行為

を中心に検討を進めることとする。

○ 具体的には、上記の業務・行為について、①大学院修士課程等におぃて一定の系統的な教育・研

修を受けた看護師が実施すべき業務・行為群、②医療現場等で一定の トレーニングを積み重ねた看

護師が実施すべき業務・行為群、③現行の看護基礎教育で対応可能であり看護師の更なる活用が望

まれる業務・行為群、の3つの業務・行為群に分けた上で検討を進めることが可能ではないか。

O 中でも、③の業務・行為群については、「当面の検討の進め方」に従い、今年度中を目途に、看

護師の積極的な活用が期待される業務・行為として取りまとめる方向で具体的な検討を進めてはど

うか。

O ①及び②の業務・行為群については、「当面の検討の進め方」に従い、3 の看護師に対する教

育・研修や医師の「包括的指示」の在り方等とともに、4.の試行事業の実施状況を十分に踏まえ



ながら慎重に検討を進めてはどうか。

3.特 定看護師 (仮称)の教育・研修の内容等

(1)期待される役割

○  「チ
=ム医療の推進について」においては、医療の安全と患者の安心を十分に確保 しつつ、看護

師の専門性を活か して医療サービスの質や患者の 00Lを よリー層向上させるためには、看護師によ

り実施することが可能な行為を拡大することと併せて、ァ定の医学的教育 。実務経験を前提に専門

的な臨床実践能力を有する看護師 (「特定看護師」 (仮称))が、従来、一般的には「診療の補助」

に含まれないものと理解されてきた一定の医行為を医師の指示を受けて実施できる新たな枠組み

を構築する必要があるものと提言されている。

O 本ワーキンググループでは、第4回から第 6回までの 3回に渡り、調査試行事業の実施課程から

ヒアリングを行つたが、各課程とも「医療の安全と患者の安心を十分に確保しつつ、看護師の専門

性を活かして医療サービスの質や患者の 00Lを よリー層向上」させるという大きな目的は共有する

ものの、急性期、慢性期、がん、小児等の領域・分野や、教育・研修が行われる期間によもて、特

定看護師 (仮称)に期待される役割は異なうていたところである。

O 今後、「(2)教育・研修の内容」や「(,3)具体的な業務・行為等」等に関する検討を進める際

には、領域・分野ごと、教育・研修が行われる期間ごとに、特定看護師 (仮称)に期待される役割

を整理する必要があるのではないか。調査試行事業の実施課程から得た報告を踏まえれば、例えば、

別添 1の ような役割が期待されていると整理することができるのではないか。

(2)教育・研修の内容

○  「(1)期待される役割」を踏まえ、専門的な臨床実践能力の前提となる教育・研修の内容につ

いて、以下のような視点から、具体的なイメージを検討してはどうか。その際には、調査試行事業

の実施状況を十分に勘案 して検討を進める必要があるのではないか。

①  「チニム医療の推進について」においては、基礎医学 口臨床医学・薬理学等の履修が求められ

ると提言されていたが、理論 口技術に関する十分な知識を修得させるために、どのような講義や

演習を行う必要があるか。例えば、フィジカルアセスメント、臨床薬理学、病態生理学に関する

科目について、どのような到達目標に向けて、どのような内容を教授する必要があるか。

②  「チーム医療の推進について」においては、特定の医行為に関する十分な実習・研修が求めら

れると提言されていたが、①において修得した能力を看護実践の場面に適用できるようにするた

めには、どのような実習を行う必要があるか。

③ 講義・演習や実習の結果、必要な能力が習得されているかどうかの評価はどのように行う必要

があるか。また、その評価を実施するためには、どのような体制が必要か。

④  「チーム医療の推進について」においては、質・量ともに充実した臨床実習を行う観点から医

師等の実務家教員の確保が可能となるよう配慮する必要があると提言されていたが、講義 口演習

や実習を行う際、教員・指導者にはどのような要件が必要か。

⑤  「チーム医療の推進について」においては、質・量ともに充実した臨床実習を行う観点から実



習病院の確保が可能となるよう配慮する必要があると提言されていたが、講義・演習や実習を行

うために、どのような施設・設備が必要か。

○ また、「チーム医療の推進について」においては、専門的な臨床実践能力の前提として、豊富な

実務経験が求められると提言されていたが、教育・研修の内容に関するイメニジを検討する際には、

併せて、教育・研修を受ける際に学生に必要とされる要件についても検討する必要があるのではな

い か 。

○ なお、最終的に教育・研修の内容を決定するに当たつては、4.の試行事業の実施状況等を踏ま

えて、慎重に検討する必要があるのではないか。

(3)具体的な業務 口行為等

○  「(1)期待される役割」や「(2)教育・研修の内容」について検討を進める際には、併せて、

具体的な業務・行為の内容についても、具体的なイメージを例示 し、検討を進める必要があるので

は な い か 。

○ なお、最終的に業務・行為の内容を決定するに当たっては、4.の試行事業の実施状況等を踏ま

えて、慎重に検討する必要があるのではないか。

(4)その他

○ 医師の「包括的指示」の在り方について、検討を進める必要があるのではないか。

4.試行事業の継続的な実施

(1)調査試行事業の継続実施

○ 「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業 実施要綱」の3.(1)に おいて、「『A修士課程

調査試行事業』及び『 B研修課程 調査試行事業』の実施期間は、当面、平成 23年 3月 まで

とする。なお、事業の実施状況等によっては、平成 23年 4月 以降も継続して募集 口実施する

こととする」とされている。

○  「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業」については、以下の理由から、平成 23年 4月 以

降も継続して募集・実施することとしてはどうか。

・ (A)修 士課程 調査試行事業の実施課程の中には、平成 22年度から課程を設置した大学

院があり、今後、当該大学院における実習の実施状況を把握し、行為実施の安全性等を議論

する必要がある。

・ 特に (B)研修課程 調査試行事業の実施課程が少なく (3課程)、 特定の領域に限定した

特定看護師 (仮称)のニーズや研修内容等に関する議論を継続的に行う必要がある。



○ その際、事業の基本的な枠組みは、今年度実施している調査試行事業の枠組みと同様のもの

としてはどうか。

(2)医療現場における業務実施の試行

○ また、特定看護師 (仮称)の業務範囲等を検討するに当たっては、養成課程における試行の

みならず、医療現場における業務実施を試行し、業務実施の安全性、医師等の現場の医療従事

者からの評価等を踏まえて議論する必要がある。

○ このため、平成 23年度は、平成 22年度の (A)及び (B)調査試行事業の実施課程を修了

した看護師を対象として、医療現場 (病院・診療所・訪問看護事業所 口介護関係施設等)にお

ける業務実施を試行することとしてはどうか。

○ その際、業務実施の試行の枠組みについては、医療安全の確保に十分留意する観点から、そ

の詳細について慎重に検討する必要があるが、基本的な枠組みについては、例えば以下のとお

りとしてはどうか。

① 以下の要件を満たす医療機関等を「試行事業実施医療機関等」として指定。

・ 平成 22年度の (A)又は (B)調査試行事業の実施課程を修了した看護師を雇用して

いること

ロ ー定の安全管理体制 (担当医の選定t養成校と連携した定期的なフォローアップ等)を

整備していること

② 安全管理体制を整備していること等を条件に「診療の補助」の範囲に含まれているかどう

か不明確な行為 (当該看護師が平成 22年度の (A)又は (B)調査試行事業において修得

した行為に限るg)を 実施して差し支えないこととする。        .

③ 事業の実施状況 (安全面の課題、業務実施時のインシデント・アクシデント等)について、     |
WGに随時報告することとする。               .

④ 事業の実施期間は、当面、平成 24年 3月 までとする。なお、事業の実施状況等によって

は、平成 24年 4月 以降も継続して募集・実施することとする。

(参考 :「 チーム医療の推進について」(平成 22年 3月 19日 チーム医療の推進に関する検討会)抜粋 )

2.看護師の役割の拡大

(4)行為拡大のための新たな枠組みの構築

○ 上記のように、まずは看護師により実施可能な行為の範囲を拡大・明確化する方向で取り組

むことが求められているが、さらに、近年、一定の医学的教育・実務経験を前提に専門的な臨

床実践能力を有する看護師の養成が急速に進みつつあり、その能力を医療現場で最大限に発揮

させることが期待されている。



○ こうした期待に応え、医療の安全と患者の安心を十分に確保 しつつ、看護師の専門性を活か

して医療サービスの質や患者の 00Lを よリー層向上させるためには、看護師により実施するこ

とが可能な行為を拡大することと併せて、一定の医学的教育 口実務経験を前提に専門的な臨床

実践能力を有する看護師 (以下「特定看護師」(仮称)と いう。)が、従来、一般的には「診療

の補助」に含まれないものと理解されてきた一定の医行為 (以下「特定の医行為」という。「別

紙」参照)を 医師の指示を受けて実施できる新たな枠組みを構築する必要がある。

○ この枠組みの構築に当たっては、特に:「特定の医行為」の範囲や特定看護師 (仮称)の要件

をどう定めるかが重要となるが、これらの点については、医療現場や養成現場の関係者等の協

力を得て専門的 ,実証的な調査・検討を行つた上で決定する必要がある。また、特定看護師 (仮

称)の養成の状況が不明確な中では、現場の混乱をできるだけ少なくしていくような配慮も必

要である
′
。

○ したがつて、当面、現行の保助看法の下において、医療安全の確保に十分留意しながら、特

定看護師 (仮称)が特定の医行為を実施することを原則とする内容の試行を行うことが適当で

ある。また、この試行の中で、特定看護師 (仮称)以外の看護師によっても安全に実施し得る

と判断される行為があるかどうかも合わせて検証することが望ましい。その上で、試行の結果

を速やかに検証し、医療安全の確保の観点から法制化を視野に入れた具体的な措置を講じるベ

きである。

○ また、医師の指示を受けずに診療行為を行う「ナースプラクティショナー」(NP)に ついて

は、医師の指示を受けて「診療の補助」行為を行う看護師・特定看護師 (仮称)と は異なる性

格を有しており、その導入の必要性を含め基本的な論点について慎重な検討が必要である。さ

らに、いわゆる「フィジシャン・アシスタント」(PA)については、看護師等の業務拡大の動向

等を踏まえつつ、外科医を巡る様々な課題 (外科医の業務負担、処遇、専門医養成システム等)

の一環として、引き続き検討することが望まれる。

○ なお、一部の委員から、「特定の医行為は特定看護師 (仮称)しか実施できないとした場合に

は、医療現場が混乱するおそれがある」として、特定看護師 (仮称)の導入について強い懸念

が表明された。



(房 lJ瀬籠1)

特定看護師 (仮称)に期待される役割 (イメ‐ジ)

※ 特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業Ω実施課程からの報告より抽出

※ 以下の役割について、医行為に関する部分については、いずれも「医師の指示」が前提

◆急性期領域 (急性期、̀周麻酔期等 )

○ 救急外来においては、来院した患者を包括的にアセスメントした上で、必要な緊急検査等を行い、

直ちに医師の診察 口治療が必要な患者の トリアージを実施し、自らも初期的なマネジメントを行う

ことによって、緊急度の高い患者から迅速に治療を行うことによつて、効率的な医療提供が期待さ

れる。

O ICUや CCUにおいては、人工呼吸器装着患者等を包括的にアセスメントし、患者の状態に臨機応

変に対応して酸素投与量の調整、抜管の時期の判断 口抜管などを実施することによって、合併症の

予防や患者の早期離床を図るなど、医療の質の向上が期待される。

O 術前及び麻酔の導入 口維持・覚醒の各段階において患者の評価 (合併症や内月風薬の確認、麻酔時

の患者の状態評価等)を行い、安全な麻酔と手術の遂行に必要な処置 (薬剤投与量の調節、人工呼

吸器の調節、各種医療機器の設定等)を実施するとともに、術後の疼痛評価を行い、鎮痛剤の選択

と投与量の調節を実施することによってt患者への侵襲を最小限に抑えるとともに安全性の高い周

術期管理を実現することが期待される。

○ 術前後においては、患者・家族に麻酔の方法や合併症等の詳細な説明を行い、患者・家族の麻酔

に対する不安を取り除き、安心して治療に専念できる状況を整えることが期待される。

◆慢性期領域 (がん、老年、慢性期等 )

○ がん診療連携拠点病院においては、高度な看護実践による疼痛アセスメントに基づき、疼痛管理

等の症状緩和、がん化学療法中の食欲不振や嘔気・嘔吐等の有害事象に対する薬物等を用いたマネ

ジメン トや適切な補液等による栄養管理、放射線療法中の有害事象のマネジメン ト等を行うことに

よつて、副作用の軽減による治療中断の防止やQOLの向上が期待される。

O 病院 (特にがん診療の専門施設)に おいては、疼痛や治療の副作用が疑われる患者に対して高度

な看護実践によるフィジカルアセスメントを実施し、必要な検査のオーダと評価を行い、それに基

づいた薬剤使用の判断、薬剤の選択・投与等の医療処置の実施 (中止の判断を含む。)に ようて、

患者がその時点で体験している心身の苦痛や不快な症状を速やかに緩和することが期待される。

O 一般病院の外来、訪問看護ステーション、老人保健施設等においては、患者に対して、慢性疾患

6



(糖尿病・高血圧症・慢性閉塞性肺疾患等)の継続的な管理をフィジカルアセスメントに基づく療

養上の指導等により実施するとともに、軽微な初期症状 (発熱、下痢、便秘等)の診察や検査、必

要な治療処置を行うことによつて、慢性疾患の重症化を防ぎ、患者の生活機能の維持を可能とする

ことが期待される。

○ 病院・老健施設においては、高齢者に特有である不眠や夜間せん妄・脳血管障害患者の廉下障害

に対するフィジカルアセスメン トと対処を行うここによって、迅速な病態判断と症状改善、危険防

止の対策が図られることが期待される。また、退院 口施設等への移行に関する時期を判断 し、それ

らの施設等との医療連携を行うことによって、高齢者の生活機能に応じた診療の継続が可能となり、

00Lの向上が期待される。

○ 病院の外来 (呼吸器系)においては、慢性呼吸不全患者 (主に在宅酸素療法患者、非侵襲的陽圧

換気法患者)や睡眠時呼吸症候群 (SAS)な どの慢性呼吸疾患患者を対象に、フィジカルアセスメ

ントで把握した患者の状態に応 じて必要な検査 (呼吸機能、運動負荷検査、終夜睡眠ポリグラフ検

査、血液ガス分析、血液生化学検査、画像検査等)を実施 し、その結果等に応 じて適切な薬剤の選

択・使用、酸素療法の実施、人工呼吸器療法、生活指導などを実施することによって、慢性呼吸疾

患を良好に管理することが期待される。

○ 慢性疾患患者のうち自己管理の実行と継続が困難なケースに対 して、薬物や生活習慣等の自己管

理の支援・治療マネジメントとして、治療の変更・修正を含めた生活調整の支援を実施するととも

に、患者の生活習慣や強いこだわ りに配慮し、薬物の調整を含めた支援をすることによって、患者

の重症化を防ぎ、生活機能の維持を可能とすることが期待される。

○ 慢性期の糖尿病患者に対して、フィジカルアセスメントや必要な検査に基づいて血糖降下薬やイ

ンスリン製剤等の調整、足病変予防のための処置等の実施、脂質異常症への一次予防・二次予防治

療を実施することによつて、糖尿病患者の重症化や合併症の発症を防ぎ、生活機能の維持やQOL
の向上を可能とすることが期待される。

○ 急性期から亜急性期病院の病棟や創傷に関連する外来等において、慢性創傷を有する患者を対象

に、血液検査や血流検査等の決定、検査の実施、デブリー ドマンや皮膚切開、非感染創の縫合、陰

圧閉鎖療法、創傷被覆材や外用薬の決定等の創傷処置を実施することによって、慢性創傷の重症化

や治癒遅延を防ぎ、治癒期間の短縮等の効果が期待される。

○ アウ トリーチチームにおいては、精神症状の増悪及び身体合併症を予防し、悪化を防ぎ、薬物療

法をはじめとした精神科専門療法を支援することによって、精神障害者の地域生活への移行及び継

続を支援することが期待される。

○ 医療施設において、医療関連感染や流行性ウイルス疾患発生が疑われる場合に:感染管理に必要

な感染症検査の実施決定や評価を迅速に行うことによって、早期診断と治療を可能にし、治癒期間

の短縮や他者への感染拡大の予防等の効果が期待できる。 :



◆在宅領域 (在 宅、プライマリケア)

○ 在宅医療においては、療養環境の評価やフィジカルアセスメント等に基づく訪問看護の導入、継

続への介入、高齢者の心肺機能障害に伴う症状コントロールに向けた生活指導、排泄コン トロール、

栄養管理、褥創ケアヘの介入を行うことによって、患者の重症化を防ぎ、在宅療養の継続を可能と

することが期待される。

○ 在宅医療においては、フィジカルアセスメント等に基づき必要な検査、処置、薬剤の投与、衛生

材料の提供、病状説明を行うことによって、迅速に病態の変化に対応し、患者 “家族の苦痛を早期

に緩和し、安心感を与え、QOL向 上が期待される。

○ 特に医師不足が問題となつているエリアにある病院、老健施設又は診療所においては、プライマ

リ“ケア《特定健診・人間 ドックなどの健診や、対がんセンターなどでのがん検診を実施すること

によって、疾病予防を推進し、医療へのアクセス向上、医療提供の効率化が図られることが期待さ

れる
`

◆小児領域

○ 一般病院の外来、小児科クリニック、重症心身障害児施設、社会福祉施設等においては、慢性疾

患患者 (気管支喘息、 I型糖尿病、状態が安定した重症心身障害児等)に対するフィジカルアセス

メントや必要な検査、療養環境の評価等に基づき、疾患の継続的な管理を行うことや軽微な症状に

対する初期処置を行うことによって、慢性疾患の管理の質の向上や症状出現時に患者への迅速な医

療提供を実現することが期待される。
~

〇 小児病院等においては、症状出現時等に迅速にフィジカルアセスメントや必要な検査を実施し、

心不全症状のある子どもの症状緩和のための処置の実施、心臓カテーテル検査を受ける子どもの検

査前後の管理、喘息の子どもの トリアージと子ども・家族のア ドヒアランスの強化、退院に向けた

低出生体重児の症状コントロールに向けた生活指導と訪間看護依頼等を高度な看護実践に基づい

て行うことによって、症状のある患者への迅速な医療提供を実現するとともに、医療の質の向上に

より患者の重症化を防ぎ、子どもの苦痛の緩和を行うことが期待される。



チ ー ム 医 療 実 証 事 業 椰 威23年度予算案/元気な日本復活特別枠) 参考資料 1

安全で質の高い医療を実現するため、各医療関係職種の専門性を高め、それぞれの役割を

本レ、1蚤職種が耳いに連携‐L/て、_医療を提供する「チ

「

ム医療Jを推進

○新成長戦略
「看護師、薬剤師等医療関係職種の活用推進 口役割拡大」

()ヨk鋼ミ』誕INDEX2009

「薬剤師、理学療法士などのコメディカルの職能拡大」
「専門的な臨床教育等を受けた看護師等の業務範囲を拡大し、医療行為の一部を分担」

(1晟22年度■に策定手走)に基づく取組について、
実際の医療現場において、以下の安全性 1効果等を実証。‐ ‐          |    ‐
① 医師、看護師、薬剤師t管理栄養士等の業務の安全性、 ② l疾病の早期発見・回復促進、
③ 重‐症化等の予防

=④
医師等の業1務の効率化、⑤ 医師等の業務負担の軽減

※ 例えば、チーム医療の推進に関する検討会報告書では、複数の医療スタッフが連携 して患者の治療に当たる医療チーム
として、周術期管理チニム、摂食熙下チ■ム、感染制御チーム等を例示。        ヽ

O 特定看護師 (仮称)等1看護師の業務範囲の拡大を検討するため、医療現場等における業務の効果、
安全性、他職種からの評価等を実証

【事業実施に必要な経費】                                  3億 6,471万円
・ 医療現場における検証委託経費                              3億 5。 925万円

チーム医療の検証施設 40施設、看護師の業務範囲の拡大の検証施設 50施設
指導者や医療スタッフの配置等に対する経費、消耗品 等

・ 検証結果の集計 自分析等委託経費                               546万 円

業者への委託費 (総研会社への委託を想定)



昭和 62年 3月 20日  「新たな医療関係職種の資格制度の在り方に関する検討会J中間報告

新しい医療関係職種の制度化が必至であることにも見られるように、これからの医療は、多くの専門的な
能力を持った人々の参加無くして考えられないものとなりつつある。こうした専門分化はある程度今後の医
療の一つの流れとなろうが、その場合必要なことは医療関係職種相互間の協力関係を確立維持していくこと
である。資格制度の創設に当たり、特にこの点への配慮がなされる必要がある。

一

0臨床工学技士法 (昭和62年法律第60号 )

(他の医療関係者との連携)

第二十九条 臨床工学技士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、
適正な医療の確保に努めなければならない。

※ その他、義肢装具士法 (昭和62年制定時)、 救急救命士法 (平成3年制定時)、 診療放射線技師法 (平成5年改正時)、

視能訓練士法 (平成5年改正時)、 言語聴覚士法 (平成9年制定時)等に、同様の規定が設けられた。

平成 17年 12月 8日  『医療提供体制に関する意見J(社会保障審議会医療部会)

医療は、周産期医療、小児医療から始まり、生命のすべての過程に関わるものであり、傷病の治療だけ
ではなく、健康づくりなどを通じた予防から、慢性の症状を持ちながらの継続した介護サービスの利用や
終末期における医療まで、様々な領域と関わるものである。その過程においては、医療分野や福祉分野の
専門職種、ボランティア、家族その他様々な人が関わってくることから、医療機関等において、医師とそ
の他の医療従事者がそれぞれの専門性を発揮しながら協力してチーム医療を推進していくことはもとより、
地域において、患者を中心とした協力と連携の体制を構築していく必要がある。

平成 20年 6月 18日  『安心と希望の医療確保ビジョンJ

職種間での協働とチーム医療の充実を進める際に当たっては、それぞれの職種が、互いに専門性を尊重
しつrD、 情報の共有を効室曲1二行うことにより緊密な連携を充実させ協働関係を築くことで、病院勤務医
の過重労働の解消を図りながら、全体として患者・家族、医療従事者もともに安全と安心・納得を生み出
すという視点が重要である。

チーム医療の定義等について②
｀

平成 21年 8月 28日  『チーム医療の推進に関する検討会Jを開催

楔ヽ隕が異二襲|口睾 ま|

平成 22生 3月 19日  『チーム医療の推進についてJ(チーム医療の推進に関する検討会 報告書 )

○ チーム医療とは、「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と情
報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供する
こと」と一般的に理解されている。

O 質が高く、安心・安全な医療を求める患者・家族の声が高まる一方で、医療の高度化・複雑化に伴う業
務の増大により医療現場の疲弊が指摘されるなど、医療の在り方が根本的に問われる今日、「チーム医療」
は、我が国の医療の在り方を変え得るキーワー ドとして注目を集めている。

○ また、各医療スタッフの知識・技術の高度化への取組や、ガイ ドライン・プロトコール等を活用した治
療の標準化の浸透などが、チーム医療を進める上での基盤となり、様々な医療現場でチーム医療の実践が
始まつている。

O 患者・家族とともにより質の高い医療を実現するためには、 1人 1人の医重スタッフの専門性を高め、
その専門性に委ねつつも、これをチーム医療を通して再統合していく、とし、った発想の転換が必要である。

O チーム医療がもたらす具体的な効果としては、①疾病の早期発見・回復促進・重症化予防など医療・生
活の質の向上、②医療の効率性の向上による医療従事者の負担の軽減、③医療の標準化・組織化を通じた
医療安全の向上、等が期待される。

○ 今後、チーム医療を推進するためには、①各医療スタッフの専門性の向上、②各医療スタッフの役割の
拡大、③医療スタッフ間の連携・補完の推進、といった方向を基本として、関係者がそれぞれの立場で様
々な取組を進め、これを全国に普及させていく必要がある。

2



特定看讀E雨 (偏称)奉威 調査試行事業 実施状況報告 (中間報告)欄要

I 実施状況報告概要

チーム医療推進のための看護業務検討            ~
ワーキンググループ関係資料            1調査目的:革

馨百蓄T豪経璽ヒ秀壁施設富啓:[覆壱F青覆湾遅罰斯属ビ手をF間
2.報告時期 :平成 22年 11月

3 対象課程数 :(A)修士課程 調査試行事業 16大学院 32課程

4.報告内容 :

○ 演習・臨地実習の指導体制と指導方法

1.「特定看護師 (仮称)養成 調査試行事業」実施状況報告             ○演習・臨地実習の方法 (工夫点について)

O評 {面 について

(中間報告)概要 ‐・・・・ ■.■ ..・ ・・・・・・・・P.1          0学 生の修得状況 .
O臨 地実習時のインシデン ト・アクシデン トの発生状況

2,職能団体へのアンケー ト調査「看護業務実態調査に関する          Ⅱ 回答状況

ア ン ケ ー ト調 査 」 結 果 ・ ・ ・ 日 ● ● ● ■ ●・ B・ 0・ ・ ・ |・ P22        1.報
告課程数 116大 学院 32課程

2 報告結果 :

3.看護業務実態調査 (学会への質問紙調査 )・ ・・ … ・ … ・P.70         '・
」雇喜甲盤電里喜誌摺曇深||[キ:製雰ユ

)

〇 演習・臨地実習の方法 (工夫点について)

O評価について

b.学生の修得状況 (演習・臨地実習での医行為実施の状況)(月1添 2)
c 臨地実習時のインシデント・アクシデントの発生状況~                      

発生報告なし



a.凍首・暉 地 実 省 と辞仙 について                 ″`り′
"ゞ

:′

A-1大分県立■順14学大学大学碗
■饉学研究‖(七年)

A-2人分県立看饉14学大学大学院
看饉学研究科 (1ヽ児)

①
演
召
時

医師 E"(全て非常動E鰤として使la)

■饉師 た学載員が担当 え学教員が担当

F、 棗剤師)が教授にあたり、経徹な
、患書に応した菓剤の選択を学べる

指導体綱と
指導方法

,フイツカルアセメント:=に■順颯員が秋燎し、宇円機■(医 師)に 適
=帯lできる体‖をとつている。

'老

年■理学演雷:非常鋤‖

“

(饉

“

.棗翻暉)が敏授にあたり.継檄な
:状や慢性僕患の暉■症傷を提示し、■者に応晩 凛用の選択を学べる
う構■している。

¨̈̈
¨̈一

②
田
地
舞
口
”

饉

“

:拿臓盤盤卍里性脚
熱 呼ヽ畿

“

荼他,など、型週日幅にllげる償8
需 識 A閣劇

クリ
■

ック
|ど

■ 副違目椰 =椰
デる慎泄8者の船療

■ll鰤 諄 教員.ケースの■81に あたる●IE岬長 k学教員.ケースの■lEにあたる●IE飾 長(予 定)

その他の職1

指導体‖と
お諄方法

濃
点

方
夫

ロ
エ

績
の

l
2)そ の他の漬雷
・績螢■■(実際に農3をもつ富齢者を含む)を活用し出場薔ある船農場面

楓 積 帥 所難 実剛 班 示しなが弛 床推nを駆

融 織憎譲智里
・

里堰曇湾鯉ふLF椰
であるIB4者の確

を活用し出嬌感ある診壼颯面を設定する(予

“

墟実ヨカ鮨
の工夫点

5合わせをもち、餞―し
:)初 期じ籠と慢性僕●

『
施設

=遇
択している

''■

■日標であるプラ´

EE施 臓をローテーショ
|ルを■得し,第2段階
D実口を口得するよう爛
ゆ日々の鰺療について|
鳳低,0倒の事憫 (ヨ遭ロ

Ettb粽1出
=罰

13ユ■17° 'Fて
]●′に

':

D腱根お薇の目対彙が摯べるように、11世 ある案

:1ツタ型路宮曹籠 L=公2豊菫螢整整F

Ь合わせ
2)初期

“
F施設■
,),1■ E

,特薇ある実

:4■間の実雷で
型精尿偶、在宅で

辮

『

b縦呻
躙 :墨著蹴 言器 嚇

=

1響野 響計
,僣学日にはケ

Tス
報告と検討会を実施し、事例●●距

')2週
間に,度 の帰学日にはケース報告と検ll会を実施し、事働の振り返|

:行う(予 定)。

“

地実彗前 有 E"(教員 )、 ■■徹Л
:肝●.OSCE(審 IR的
.OSCE以 外の技術 有 E"(教■).■ IE載員

この日C1710、 OSCE(薔Ц
",“験).OSCE以外の技術

18地案響役 有
風師 (敏 員)、 医師(ロ

彙18導者).■饉椒員 :輩貫早易籠「
・レポーH事例

| 有
E鰤 (機 員)、 医師(饉

にIn導者)、 ■IE教 員 書毅星易|]価

レヽ杵卜にRIl

爆程絨711 有 E師 (教 員)1■ lE教 員「記試験.口 頭賦間 有 E師 (教 員)、 ■IE教 員 摯記H験、口頭Itan

A-3大阪府立大学大学院
■lE学 研究14(念 性la)

A-4大阪府立大学大学院
■u学研究刊(がん)

籠●停

"と

:日諄方

"

①
漬
薔
腑

医師 体酔科敏l■ 当腋病棟でE藤者教育に携わつている医師

■贖師 1=語』躍嶋瀾陽計舅嗣L島昆
『 "憚

師長`あるいはそれと同等のlL力の

指導体制と
指導方法

鰐珊蹴
鮨

喬熙暫僣軍P"ホ
のもぼ ■つE行為についてE7的観点から暖 当性C

鵬溝智
懲留携稿課1傷喚砧智酷銘F厨礁荒:

②
略
地
案
習
時

目師

■讀飾

その他の服4H

鮨導体制と
指導方法

演智方法
の工夫点

i

臨地奥督方法
の工夫点

臨地実智前 有 E師 (臨 床指導者) )SCE以 外の技綺チェック 無

的地実習後 有 (予 定)

予尼
'日

師 (疇辱 :口 尋
り 、■饉教員■Ц師 ′ボート(事例評価年) 有 員■ll飾 (出 床指

:毒 P自
諏 価、レポーH事例田

操租終7時 有 日護教員 コ猥試闘 有 1順教員 摯生の 自己1甲 価、口蜻試閻



A-6日 山大学大学院
保lt学 研究14(が ん)

①
漬
習
絆

医

“

い位を有する医師であること

■E飾
`士

以上の単位を有する■饉椰であること

担当責任者は保ll学 研

'

指導体制と
指導方法

i昴6願嗣出昴尋ξピ冒職署遜1葦程顧日1半::こ胤ξ:磐λ鶴品F翼首じま墨嘉蘭躍 'C'・'`L,II日

瀑鳳諏藤i轟脚 斯 営騨瓢商誦鷹3=｀輛薔蹴観嘉協
=

|テい,その実践を通して把握した●者の状魃・反応・行動をアセスメント
アることにより,外栞{じ字薇嬌●llにおける●順晨助の実鳳IB針を作成し、作成した案観:B針の要当性を検11し ,それらを通して化学療法■
IEにおけるがん看IE専 門■E師の役割と機能について考察する。
(演習の方法】11定の状況にある槽数の患者(例 :疾患,レジメン

"1な

ど)に対し.―
=期

間(3日間)直機の指導責任者であるEI■ 8L師長の指導
つもと{ヒ学療法看胆を実離し3a録する.

口E案餞の内容:特に以下のことにつし`て実議する。
D化学療法の有書亭象の予防・早期発見・早期対処
(抗がん剤投与中に出現しやすい急性虚供の観察とアセスメント・早期対処だけでなく仕亭筆含めた日常生活撮 るf‐

つ職■的活動を含む )

2治燎の|1機に関燿する問題点の明織化と解決のための■菫撮助

②
“
地
震
習
時

E" ,生が担当する融者の主治E.関遭

“

署の医師

■ll飾 メん看順専門■饉師

貪当者なし(平成20年 度の予定)

指導体制と
1日導方法

“
ん■饉4P3■饉籠とするテ姜

=1澗

出描潔早模E軍場員馴黒児薯置躙 躍写雀堰資岬 端

諄I:言J澤鵬件署i稿版鶴裾℃遭‰生●IB介す&

鵠:5鋼 卍軍協託子ツ馴 お1諸i驚妻需写び反与督

“

鷹島」鷲籠霧舅i橘冒:を記泄撃招識 ンスお

「褥 :薫:脚 靱 蝙

演習方法
の工夫点

て把握した鷹書の状籠・反●・行勤および家族の
´作成した実餞槽針の晏当性を検討し,それらを

する.

鷲継撰編肝鵬寵脚 ミ凛3潔鋼冊」
"臨

こついてのプレゼンテーションおよびクラス内であディスヵッションを通じ

以上を通して,化学瞑臓書順におけるll足看IE"(仮称)の 役割と機,Llこついて文献検31を 加えて考察する

臨地案習方法
の工夫点

'晏 絆ち膠者の個人情報保llを したうえで、実雷内容について公開ブレセンテーションを行い、多凛l■からの意見・感趙を

'き

、多凛積間でディ
カヽッションする。

鱈地案雷前

腱地実習畿 有 E饉教員■饉師 (口床指導者) ,生 の自己諄価、レポート(事例1手価等)、 口ln試閻

爆IElt7睛 有 rIE教 員 コ頭鰊間、その他

|    __三聾顕錨耐 A-7魔 鷹颯塾大学大学院
tt康 マネジメント研究科(老年)

①
演
習
時

医 師 日|1医 学を導円とする者

■lt師 1神■llCNS 替年■llを 専門とする者

指導体制と
檜諄方法

晟」「 譲酵]∬撒 馴 躍燎電剛 崎剛

②
出
地
案
習
時

医師 1神‖目
:雷学習署滞

し 当`研究14において高鈴■Ot,生活押饉法のIH凛 を

■讀師 嗜絆■IECNS 穆年■uを専門とするもの(予 定)

その他の職lE

檜導体‖と
1口諄方法

ヽ
気

‥・”
てし

[醐翻編妻務II〔蔦還、憲:I:III

:楓響 摯ヽ積霧場熙買蹴ぱ尉鵬 してE輛でぁる[埠者から‖諄
以上、予定)

〓
たヽ

”
一

・マ

演習方法
の工夫点

話翡 欄
棚 :震譜島怪甜 謂 盟 電慰 乳

・

騨 脚輛漱輛 漱 濡 講 1榊

出地実習方法
の工夫点

脅肇綺蕎ξ
あiF需薔咄 出のllulと協 ,のIB2にらぃて鑢 肘

饉地実智前 有 E飾 (教 員).■ II教 員

|

属五者クJ悧型崎「
レポート(事例

有   1饉 飾 (練 員)、 看饉散

`
:十
の自己R饉、そのlulT朧

随地実習後 有
E師 (国 床指導者).■
1教 員 有

口
　
ｎ 勝野 距 :i柵

凛程終了時 有
目師(麟 床:旨 導者)

IE散■ 有 日饉教員 詩P自
己評価・レポーH■lnl



A-8高知女手大学大学饒
■饉学研究科 (がん)

A-9高知女子大学大学院
看IE学研究利(老 人)

A-10高 知女子大学大学院
■E学研究科(小児)

①
漬
雷
”

医師

■ll師

“

43した■In案■に関するス■ヽLヒソヨンので●●大学院教J

ll導体●|と

綺導方法

む人■ll学 奥讀演雪■にanする事例分析をIE当すを
は員

②
田
地
実
雷
崎

饉鰤
鳳において日常ハ包括 :口示を実施するケース
の生治餞 (予 定 )

■tE暉

lD導体制と
指導方法

雪 至 躍 榛 含

==″

暉 :口
'VE踊

:‐ 旧 :7

員が連携して1日諄 (予定,

ドん棗物饉法認定E.担 和ケアチームEと学肉
rll教員が■携してlB尋 (予 定)

F―スと共に目師から包播1日示を受ける.指示内容「
,いては目御から。その実施と看饉チームヘの連携
こついてはリーダー■ll獅 又は受!|■【師と遭携す
5.

口導方法(予定IE師からはIn示 受けの際と実施組
卜の際に、じ断内害や指示のな口などについて指導
:受ける.また、ロチュープのla入など初回実施時
出.饉絆に,日■を受けながら実施を行う。

演雪方法
の工夫点

寅彗で受け持つたケースの分析を発分に行う.こ れを
饉してケース全体、あるいはテーム饉僚の中での漱
■間の道携や■饉の専門性について、充分な分析カ
L見腱をllつ。

■ll費 雷方法
の工央点

3願属3羅嚇晨鷺蒟 お鶴選[ぞ推罵蹟
の修let高める予定。

眠に現場で、饉

“

の包括1日示の実施を行つている窮
臨を実口施腺として依幅し,そこで主治目・リーダー■
E"の指導を受けながら実雪を行う.

:藤属最I椰 31[=3a鶴

田地寅雪前 口ll教 員 い生の自己諄I● 需 右 r饉教員 F生の自己諄籠

口地案ヨ機 有
E師 (饉 床帽編
い.看[教員

ポート(事 例掃饉■)

,'
有 ||●年,、 その■

`●

31に ll
会を,いフィードバックをい

有
■庫||● ●〕予

=
ドート(亭例諄籠等)

趙躁租‖了時 ‐有 EIE教 員 ニト(事 例掃価年)、 有 |■饉教員 コ競試闘、個人面蹟による 有 コ饉教員

A■
諷鴨議齢押

A-12高 知女子大学大学院
■E学研究科(在宅)

ll●体
"と

:日諄力燿

①
演
習
時

E師 8床経験のある本学専任敏員

■ll師
=宅

着ll実議経験のある専任教員

1口導体制と
指導方法

「職 鮒 糊赫
i晨
砕鵡 こ

鳳抑同輌

有需とll度 )は 医麟が中心
:活動に対する影響の有魚

`ントを■u教 員の指導のも|

より、業姜状ttに||するフィ

・食漱不燎,等 )に つし
り(食 べる晏勢、食ベ
をくわえ、アセスメント
1しては、シミュレー

②
口
地
実
雪
時

E師 未実施 ■在検at中

■饉師 ■在検ll中

見在検ユキ中

嚇̈

演歯方法
の工夫点

詳当こ写珊占:淵酬 雛そ継πぎI翠璃i■網響iζtt「
11

または、 ていつ

臨地奥ヨ方法
の工夫点

IA地 実智前 未実施 ホ実施 未実施

“

地実雪後 未実施 未実施 朱実施

謀種|17時 未実施 未実施 未実施



A-13日臨E燎福祉大学大学院
E療福祉学研究14(慢 性期)

A-14m天 賞大学大学院
医療■餞学研究14(慢 性期)

:口導体IIと

'口

●方
"

①
濱
習
時

　

．

医師 1職を担当した臨床E 撃任教員

看ll師 摯任教員 J卜 常動‖師

指導体制と
指導方法

nttζ雰瞬 1ミ

ヽ
月躍お膚昴お展製7二らぷ:あ襖』[[`

鷺雑りι留彗り職 期鋼じ寄託幣
上で足りない知laについて露■を受けた     ´

;協饉続鸞臨梅鮮尋鶴モ認脚賞餞スメ

の
出
地
実
雪
崎

E師 p会認定専円饉、学会認定饉、匿師燿床研修指導目

■E師

その他の凛||

指導体‖と
指導方法

諾惑聾五曹屋槻甥醐ξ艦瑞∬ふ7:][∬
躙 錦撃し僣告:増融

から、コンサルテーカン、ヨ
Tデ
ィネー

:暑#ξΨ卜計
は
・

目的.鋼崚 防 のなど州 整、実alE4、 朝 検討会で鋤

漬習方法
の工夫点

,促遣する工夫をした。

に施した。学生の自己漬雷も1,った。
台薇方法の検討においては、学生が奥際に僕冑管理を行うこ

=を
想定し、E師から提示された船断と綱口の遠う14症側につ

て`GWを行つた後に一人ずつブレゼンテーションと全体での
Fィスカッションを行い、その上で足りない知腱について綺颯を
電けた。
電習前のIT価 に、OSCE試験を行い、お薇の実践lL力と口m
武間で知■の確認をした。

国
楊至翼奮

法

燿習の中に位置づけた.

駆地実智前 有 =師
(教 員)、 ■lH

燎員
,SCE(客 観的籠力試
粛)、 口In臓 間

有 E師 (教 員)、 ■II教 員 薔曇協
レポートに辮価詢.

It地実智餞 有
医師(教 員).医師
1臨床IE4■ ,

,生の自己諄価.レポー
・(事例31● ●)

有 :齢酬 踏腸冒」獅腰【邑雖躙 聯
腺租|17崎 ■ =衝

(教員)、 ■饉
阪員 13己 触験 ■ 属踏臨際稽暦態itl・

atE鷹
語F儡詳群lW

A-15聖路加●IE大学大学院
看饉学研究44(老 年)

A-16聖 略加■u大学大学院
暑饉学研究科(小児)

①
演
晋
時

=師 r]陽墨場■1『鐘露翻1描鰐3馴眠凛ど8,こ
モ環贅ヌロ°環前のE瞬 (こ尾サ

卜児14専 門E(IB床教授)

■饉師 0庶所■順師、訪問箸ll師 卜児■E学専任教員(教 1曼・な教授)

指導体制と
指導方法

覆濁:菫

印 こ`千
・

r"医・綺

“

●膨●Ol■口,長
'

,演 習プログラムの作成

.鬱露嘉搬 雰1撃房譜 1ポ

~トセンターからの摯診の見学の設定
稽革 置

=鶏
蹴

P不 り` り`九 り
'Tζ

子ユ ロ`旱 口 暉楽 m償 、

理 謂電性詳写F場
でIE4するのではなは施前後のスーパービ

E飾 七年専門E・高齢者総合診■01長 卜児‖専門■(臨 床檄授)

看ll師
口鳳|1長 、■鳳鵬|1長 、日爆

"長
、地電巨憚■口

=■
眼暉

卜児●lL学専任織員(教 摂・・t織授,

ぼコ榮養士:臨床棠螢  主任凛翻師:El薦 剤0,長  出床0コ士

０
口
地
実
智
時

指導体制と
lB導 方臓

;    群II1lilliビ

演習方法
の工夫点

■に自己学習
:群懃艦I鸞ギ墨織理お酬鵬 柵
話誹お菖肥 常 こま

ンスヘの,加
=よ

り、所見の解駅や略床

臨地案習方法
の工夫点

聯
棚 井響押 露:郡

軸雛蛛 鶴靡
事例をまとめ検討会を実施する。

|1地 実習前 有 ■ll教員 ′ポ=卜 (事 例諄饉
摯,

有
E師 (臨 床1日 埠書)、 ■
二教員

ノボ~卜 (■ ,1軍価■)

口地案習機 有 E師 (口床:1諄書)、 ■饉師(囲 床指■●)
眸生の自己諄籠、し
ドート(事例諄●4 有

蜃師(18床 指導者 )、 ■
■緞■

′ボート(事例諄価等)

腺根撻7時 有 “
」

”伸ｕ
コ頭歓間 有 E讀繊員 ′ボート(事例膊価■).その

L(燎題FJl究 )



A-17聖路
"■

ll大 学大学院
■31学研究14(精 神)

A-18聖略加■le大学大学院
■饉学研究14(在 宅)

A-19整 El加■饉大学大学院
■ll学研究科(日麻酔

'0,

①
演
雷
崎

饉 師 陣酔f4指導饉

=饉
師

指尋体‖と
指導方法

=関
する検討があ晏な状況が担当する

け彙者において見られた場合.学生は症
険アセスメントを行い.実薔In導者(現 場
,ステーション■IE飾 )に妥当性に関す4
■●を受ける。その上で処方に関する||

伏況の症IPlユ 示に引き続き、学生が麻]
彙務の流れにそつて11綸を行う。

ふ

=晏
尋ミ■ お蠣薔1=デモ天テ昴 届軍

・

蟄行い、直機患者の処方への四与は行
bない(予 定)

②
出
地
実
雪
時

E“ 暉酔r4指導目

■饉

“
その他の口種

18導体制と
lB諄方法

1導置FI`Fl編ぷ差覇買顎:

鱗脚蹴冊事

演薔方法
の工夫点

ためて諄輌にllう。口物薇法にnlする知
饉は撮

“

であらかじめ基本的な点を雷得
:せておく(予 定).

その際,籠者ll10を素続的に■lEし、チームの中でディスカッション
.ながら患者が抱える健康課題をより探くШnけることを驚点として
‖価している.

盾:

出地奥ヨ方議
の工央点

その厳.僣書情10を 系織的に■環し.テームの中でディスカッシ●ン

耐 留R::`抱
える

警
燎課題をよ

I露
く理解することを無点

ャ
して 颯 鰯訃

颯地案習前 有 EIE教 員

田地案習後 有
“
鮨
一

”
“
一

学生の自己諄価、レポート(事 例諄●等)

鰈糧腱7時 有 日饉徹員 l口競試間

A-2●千葉大学大学院
■饉学研究‖ (力tん

)

A-21東 京電療保腱大学大学院
■饉学研究科(クリティカル)

:口導体‖と鮨導力

"

①
漬
晋
時

医師 ;E言綺昔E認選嚇
■IE師

指導体制と
指導方法

麟 撹 rlカ
レープを離Lカレープごとこ印

麟 畢 蹴 品 鰍 柵 設 僣

②
口
地
実
習
時

医師 層し(予定あり) 副電誉樹昔E認翌醐
饉

■題師 F露大学医学部付鳳綱腱 2名 他 千葉大学以外ての冑院で 4名 た学教員

相導体制と
指導方法

|ちよ:哄n」ヨ躍‖事ri‖晟当書3難綺:階悼l鯛断〕また

■学し、その後、lm● EOI口

“

のもとにお饉を

,luぃIBと の必Jな颯
"こ

とる.

lために,I口 のl17■ に、グループ●に,n●E
)プレせンテーシヨンを11場 ほと情う.

哺留出品ま漕濯撃ιP場
囲こよる0● への向8

r内 ●の

“

り●りの

“

に■■●IR点から助古t

法
点

方
夫

習

エ

漬

の

る患者の事例をもとに|1床 lt綸を行う、有

臨地実智方法
の工失点

i:蝙 rn靭臨 絆 』Fポ譜欄 黎 躍

蹴腹 劉 菖 踊 園 :Iな
1齢雰奥籠雪鶯 単

:重鼈 :}首11:含
『][:霊,lL

′フアレンスを行う。
l ll術 期実習では、術前眸価、術後の経遇とnn通点をブレゼ
′テーションをすることで、さらに理解を潔める.

臨地奥智前 有 EE教 員 品毒K]疱 酷幕駐こ■i 右
医師 (教 員,、 E飾 (“

r指導者 )、 ■L教 員
お生の自己諄饉、OSCc(客観的
に力試験)、 ■1己試験

餡地実督繊 有
lll教員.■ 饉飾 (魏

薇ln導者)

′ポート(事例諄価等)、 その他 (■

ヨに作成した辟饉農)
有

E師 (教 員).医師(ロ

薇指導者).■ IE教 員 露ri3樋薄盤轟tl=

腺程

"了
時 需 有

E師 (教 員).医師 (“

に指導者)、 ■E織 員「
記試験

11



A-22憶島大学大学院
像lt科 学教書|,(が ん)

①
演
習
時

医 師

■順白椰 b`ん看II専門看饉師

指導体制と
指導方法

方法などの■■後に、アセスメント.II住包帝の選択と適応、檀合的理学薇法について学生同士で演智.

|ヒ学療法を受けている8者・家族に対する●ll:(教 員が主な指導者であり、全演[課租を1旨諄.漬習で使用する部■では■IE“長などの指導を10ながら

ЬE墨離 鐸 饗 辮 酬 霊 儡 滉 働認 ツ ■・
饉CNSのがalL学僚法における役衝槻個 こつぃて考察を潔める。

方法の開発
D化学薇法を受けている患者のセルフケア支ll

０
”
地
案
習
時

医 師

■In師 ゝ
`ん

■餞l.■は鷹11と して籠床敏級の任命者

lB導体制と
指導方臓

:饉島大学大学院保0114学 研究OFよ り,がん■饉車円■lE師の実雪lロ

:LOl責任者より推薦された者.3)実雷施設の実習調整者 :実智施設

指導者と運絡。口■を行い.実雪が円滑に進むようにする。(3)学生の単
:う薔宣 指導・支l■・サポートを行う。(5)案習全体を摯捏し,実雪中の不

旧繹をめ 。(か学生からの相Inを 受け.必要に応してアドバイスを行う.(ご

・アドバイスを行う.

らるいは他の■Inス タッフ等と遭絡をとり,案習環境を整える.(3)実 晋1日

tできるよう興ヨll日の立案を指■ 2)作成した実習計回について,関連
棟等の責任者と相Inして決定し同意をllる .4,実 習中はできるだけ詳幡¨̈̈

¨
演智方法
の工夫点

L学薇法を受けている籠者・家族に対する●lE:

1惜渾:職絲翻舗鶴記躊識譜鼎麗魂鍼謙補F鋪翌鼎攪キRt袢諄・また、がんEn現場で発生し■ヽ 新しい治

饉地実彗方法
の工未点

=に
は栞●

“

諄モ菫しての :“■となつていうので、

“

暉をで
=0だ

けドロにIC●し(0囁 In● II`υ目
"の

日藤円晰(ツ菫●とのIB夏作用 画係燎.0日 己
●現・自己調察など)

、アセスメンに 出床脳 .■[活動の晏当性に‐ て 探求を探められる
湯 棚 31翻 催ヒ 学習認 める機会にし0略 ♪定期的に実雷指導者、教員.場 合によつてはプライマリーナースタ加による,

日棟での定期カンフアレンスだけでなく、臨時のカンファレンス開催を提案し、病棟や部署への教育的役tllをとれるよう指導.

18地実習前

口地実習槙 有
日晨教員、■ll師 (口 床
t諄者)

′ボーL(事例押価年)、 その他(実 彗記ll、 学生の自己辟価、実習IE度など総合的に評価)

課穏機了時 有 ●饉教員
′ポート(事例諄 |●等 )、 そのlL(暉 題研究など0合 的に諄In)

A=23新潟大学大学院
保健学研究‖ (慢性期)

①
演
習
時

医師 役出襲軍‖

『

誕11出賢:孵 :‖出澪認[計凛出:出臨 蝸詰語1[f・・ |“
●■ltiⅢ■えllci“ヨi13

■lE師
職 11弔品る

°l・ に田し` 口・ `‐
嘔
"●

●■ヽ ●饉嗅
`暉 “

■IIIII〕 ■■L■E口 :1:'マ 1舵口100EEで ネ●=“
■II口 ll瞑●は■いけ ,じに

““

としてネ●されたllu n● ■1●

1蝋 11誦鷹 織 、1曽 ●`IIttll“ 姜■し
`“

した,=“

“

よ●6●腱ル|●L:"士 II"‖ 口m自
"員

冑

“

口

“

1でネ12● ●ヽ暉

“

Jじ::ll●●II・ ■●ll ll`,と して〔●
`口"""“

,こ ■●|

指導体制と
指導方法

ltti観賦蝉職脚柵鵠耀脚 晏踏3躙搬 露11辮馴酬11器1縦猛拙

f説譜鶴鶴謄蹴 錫ム」拓:獅闘

11瞭 は瞑摯:れを二」粛:111鶴出11...● .●●に
“
●.●●●●7し、そo●0"●について綸

"る
.ll lでのコ雪●

“
は,●

②
＝
地
案
習
昨

饉師

■饉鰤 蟷舅躙靱孵躙卿翻麟轟XI善三

:H導体制と
指導方法

踏隷 ?r塩辮電嶋 釜鶴 輩層」盟催鳴‖粘精ti識漱褐品L

演習方法
の工夫点

算聯讐‖輛嘲肺嚇榊動鐵融躍讐慇淵朦1[lml雌l枇itti:1∫

臨地奏響方法
の工夫点

Ｄ

Ｄ

Ｌ

Ｄ

２
2案できるサポートをした。

高絲:席譜望i期畷 電t留割鼎獲鰐黒:臨に行われる配慮をした。
、お察所見.惨練データに基づき.治 療(ケ7'方針を決定する。決定した内容についてE編が組告を受け、学生と検11した上で治

.アセスメントからケア(治薇)を饉師との‖IIを通して学ぶ.

臨地案智前 有 日饉織員 ′ポート(事例押価等)

13地 実智後 有 鳳師 (囲 床1日導者) ′ポート(事桝辟価年,

爆祖饉了時 有 底師 (腱 床II導者) ′ポート(事例‖籠等)



A-24日 本赤十宰看饉大学大学院
看饉学研究利 (慣 性期)

A-26兵鷹県立大学大学院
■饉学研究‖(慢性期)

A-26兵庫県立大学大学腕
■饉学研究44(が ん)

①
演
雷
時

E鱒

■饉情

旧導体‖と
IB諄方法

鍋 燿 晰 腕 2ふ賞鼎 二
プワーク■のコーディネーシヨンは■ll"が .

また、よりよい■Eとなつているかの観点は■
IE"が■断する。

およ¬蹴 ]ξ師語品11開占当
て薇根する。

臓点から技術を用いる方法について教授する。

②
臨
地
実
冒
崎

目

"
撃円饉(予 定なので導Pl軍でない場合もあり, :署

=i路

[31=1霧程尋711襦耐7属IJlllFlf漱

■饉

“
RIIn甲

17=`9■ ■ n"τ ない l●●■

その他の●■

指導体

“

と
相諄方法

E行ムの囀晰・実施サポーHま,専門Eが中
0となって行う.壼例検31・ 見学等は―|1硼 修
Eと 同‖に実施する.■ l■

"は
、実雪のため

E者・病棟外来■饉師・饉鱒等のコニディネー
ンョン■行い、ケアプランの指導をする。

く―ビジョンを行う.

演冒方法
の工夫点

アループワークでの事例織at

ia傷柵 48.n43調 篇 駐 1.∫
ヮせて神経議の反射.Ent腱 籠のアセスメン
、ヽ
=m、

嗅鷹mを用いてお
=い

の身体をアセ
メヽントしている.また、実澤の日像診断結果を

:見Ittt軍児留よ争翻蠍 1晶
D事例を用いて判断過程のテストを―都行う. 蒸諫輛露島語灘評』轟薯事『霧`

目地案習方法
の工失点

雰協1●
患■を1-2例およびユ攣(短期籠樹)

口1回 の症例
"告

会(カンファレンス)

出地案習前 燻 謹
「

1藤轟二む周臓1滋碁1番lr 位を取るこた
E獅 (教 員)、 E師 (IB

に指導者).■饉教員
Fエツク.レポート
●螢]1価●,

協地実雷役 有情1輌呂i薔聴: 有 鵬出樹瞥晋旧評 L 有

5“

`●

■).E● (μ床
|●■).■●●員.■田 購熙鶏鵠峰l

腺租燿了時 有 讃
m・贖1湧 有  l● 饉載員     |●■

“

ロ 有 r順教員 コ競餞問

A-27兵庫県立大学大学院
層饉学研究14(老 人)

■~1留剛瑠鬱轟表鷲査声
院

①
漬
智
時

医師 群1馬麟宙あ晨鶴電翻 E甲
'υ

:‐ ′`
:｀■■崚‖疇″`出にし■11だ El■ aに‖I理す

■饉師

IE導体制と
指導方法

ら技術を用いる方法について教授する。 磐撃お製h記留鴨を‖薔鞘陽:躍[れ棚 糧淵『
ロ

②
鱈
地
案
薔
崎

医 師 暇Ea践墨羅驚欄 F溜尋:腱盤 欝 r囲・
ち・ 赫 轟確

…

1`懇鴫諸羅1罰嗣甫市嚇
ntt.

■護師

その他の繊II

1口導体制と
指導方法

に凛 濱 置 の 手 例 につし

'ヨ

ンを行う.

r習
日の日17aが 必要な対彙を受け持つ :籠者を受け持ちIEll的 に■■ヶアを提供

[〔書i                
出れ E行ムを実施する判断をし、E

席2織麟:籠者
=受

け持つ中で包括的指示内の特定のE行為を実施し、la告する.

ヒスにつι

漬習方法
の工夫点

臨地実習方法
の工夫点

:孵徹 襦 曇電弱倒 輔∫
脚 瓢 闇翻謂軍1鷹理

を具体翻
=行

口地震響前 ■を取ることが E節 (教 員).E鰤 (臨

末指導者).■II教 員
)SCE以 外の技l■チェッ
ン、レポート(事例諄価奪)

有
[質辮

飾
“
床指導 )SCE以 外の機綺チェック、レポー

(ヽ事例‖僣奪)

臨地実督後 有 層1箪笙LJ理職1 摯生の自己諄籠.レポーl

l事例:|●等)
有

:霊躙躍震糟:碁「
饉
1員

.

:肇 P自
己諄籠,レ ポーH事 例3

躁粗格7時 有 lll教 員 コ頭試閻 有 口饉緞員 コ頭試閻



A-29兵 庫県立大学大学院
看饉学研究綱 (■性)

A-30兵 庫県立大学大学院
■順学研究科〈精神)

①
漬
習
時

医師

■餞師

晦̈

力を得を:事冒締 lf`じ ':1・
眠μ,V′

"●
[‐ トワ.石 テワスリ

・41定の饉行為に関して、医師の指導のもとでの漬習方法を検3f中であ
る.(予定)

②
朧
地
実
習
時

E師

■IE師

その他のは41

1日導体制と
指尋方法

:尋置簾翼層琴J腎ぜヒ聯ぶぢ責凛覇な洲写あf「題出″a薇[をお
;難擬‖:駅■翼』卿鰍酪r4確讃認:降響
1)によるスーパービジョンを行つている。

:醤置晨恨じ

=F案

彗を行う1営ぶ
|■

墨轟吊最規〔場判 男 りど響墨

l:桑蹴 l雰田静」冒署髯鷲り督習113罰治目初備■を受

法
点

方
夫

智

エ

漬

の

筆ン期規り[篤 Rl翼喜馨蔵儒こf~ル
プレイ等のARnとグループ

葛 晨 響
晴 海峠 側 鋼 し

'匡

m=よ襟 ■ 日●用 餞 肘中である。

出地実習方法
の工失点

湯逼哺機蔀蟻卿鞘陽あ男肴犠3躍引∵存

:   脚 ぽ
『里1誕動 ゃの理解を,まえた|アう;」お117翼肥

:;定
の医行為に||して目飾による実Ill諄 の体IIを検討中である。(予

饉地案習前 希(予 定)

“

地実習投 有 (予 定 ) rll織員(予 定) ′ボート(事例87●等)(予定)

E暉 (口 床 ,口●●
'(予2).■ ll教 員.■ 膜

lr晟コ異場労雀ぁI買冨あ

撮裡‖7崎 有(予 定) EIE敏員(予 定) コ頭試間(予 定) 有 rlE教員
:毒P自

己‖●、レポーH軍‖〕

A-31兵庫県立大学大学院
看IE学研究f4(在 宅)

A-02北海道饉籠大学大学院
■艘48祉 学研究14(プライマリ・ケア)

①
演
習
時

医師 貴習内容におけるエキスパート

■II師 l‐―スプラクティショナ ー(以 後、Np)、 米国資格保有者

嚇̈

ぃ
その内■において四躇1口諄を行つていた、またはエキスパ

「

の
日
地
案
智
時

目師 lnttEま たはそれ相当の知臓・籠験

■ll師

その他の職■

指諄体‖と
指導方法

:晨廣
錯欄襴 J償うRttHZ「出般lM、?騰ジレンマ

繕li蜘麟僣i厳繭轟秒教魚・崚ma“

演習方法
の工夫点

えで、お互いの身体を用
員

"、

運動機籠のアセス
'セスメントしている。まカ
tの 仕方.お断・治療のフ

lM■留治習VL`Ktll■ ■3三 fЁ
=盟

R融理型電I■

「
T至ま三興,

じて神経系のリ
目いの身体を1

で、画像の解用

К
=「

'`‐ '・
‐`‐●・′′̀ヽ レ~′●

"‐
蹟x‐‐τ口,百 ,Vヽお昴しι

:

IE地案習方法
の工失点

譲職 聯 孵園地実習前 有 黒僣輝磐T(酬 貫

E師 (教 員)、 医鯖 (饉

IIE導者).■L薇

爾I「寄脇閣縣干
ツタ`レ

有
E師 (緞 員).E綺 (出

11旨 導者)、 ■膿教員

饉地実雪機 有 躊轟露尋F"口
レ`不―卜(●

■
E鰤 (教 員).医師 (“

1指導者).■u徹 員 落i鰤盤 蟄 留
躁檀機了時 有

コm肛間

有 層鮮 晟だ耐掲田勇、



b.学生の修得状況 (演習・臨地実習での医行為実施の状況)   鰯り添2)

医行為名
演習

実施人数
(20操 程71人 )

臨地実習
実施人数

(14課程56人 )

１
検
査

iラ インがらの採血

1助 脈穿瓢による保血

助脈ラインの振去・圧迫止血

リヽアージのための検体検壺の実施の決定

リヽアージのための検体検査結果の諄価

台療効果判定のための検体検童の実施の決定

台療効果判定のための検体検査結果のET価 1(

0 晰 前横歪の冥鷹の決定

1

摯純X線撮影の口像17価

,T、 MRl横歪の日偲 ET価

怪腹部的膀批超音波検査 (残尿測定目的)の実施の決定

経腹部的膀離超音波検査 (残屎測定目的)の実施

口部超音波検査の実施

口部超音波検査の結果のll価 3 :

い臓超音波検査の実施の決定 1

●臓超首猥薇奮の覇果のコ十ロ 1`

の実施の決定

晨在超音 波検査の実施の決定

下腋血管調言演横葦の実施 の決定

断後下肢動脈ドップラー検査の実施の決定

12銹諄心電国検査の実施の決定

12銹導心電図検査の実施

:1

定

Ell症検査(イ ンフルエンザ・ノロウィルス
`

■彙症横壼 (イ ンフルエンザ・ノロウィルス等)の結果の諄価

買口積Iの冥籠の決定

1

物学検査の実施 :スワブ法
1

バヽイロメトリーの実施の決定 1

・肛門内圧測定の実施

勝腕内圧測定の実施

血籠F晒機葦はB1/PWV/SPP)検 童の実施の決定

m流評価損菫(A3:/PVW/SPP)機 壼の実施

血議

"饉

検査lA8:/PW/SPP)検 査の結果の評価

「
田魔検査の実施の決定

「
密度検査の結果の評価

目下遺影の実施の決定

醸下円視露検歪の異籠

眼層横至の冥施の決足 ::

|の実施

師
一

1(

CヽT(活 性化級固時間)の測定実施の決定

医行為名
演習

実施人数
(20課 程 71人 )

臨地実習
実施人数

(14凛程 56人 )

２
呼
吸
器

駿素投与の開始、中止、投与量の調整の判断

民管カニューレの選択・交換 1

怪皮的気管穿痺J針 (トラヘルバー等)の 1■入

中管チユーフの位置調師 (深 さの側壺 )

怪口。経鼻 l●管の実施 1

層口・経鼻l●管チュープの抜管

え工呼吸器モードの設定・変更の判断・実施

ヽ工畔吸管理下の頭静管理

工ヽ呼吸器装着中の患者のウイニングスケジュール作成と実施

つ選択:HFO対応か否か

０
処
置

・
創
傷
処
置

院腸の実施の決定

回部洗浄・消毒

庸薔の埋死組 Inのデプリードマン 1

電気凛固メスによる止血 (褥籠部 )

一″

雪爪処置(ニツパー、ワイヤーを用いた処置)

酎椰の目圧間麟療法の冥施

E副 (非騒果副 )の 譴含 :反 下組餞まで (手 術室外で )

医療用ホッチキス(スキンステープラー)の使用 (手術室外で)

助脈ライン確保

束梢静rril入 式静rrカテ‐テル(PICC)※ 1●入 4

1心静脈カテーテル揮入

カテーテル抜去
●官・牌 官 テユー フの 官 埋 :疵 諄

甲雷・胆管チユーフの入れ習え

(一 時的なカテーテル留置を含む )

■肥ドレーン振云 (肛腔募剌後の振針含む )

1腔穿刺

■麗ドレーン板云

:ドレーン粧去

;ド レーン抜去

ドレマン短切(カット)

一時的ぺ…スメーカー」の振云

ヽ勁脈ハルーン′ヽンピングチユーフの l■云

1ヽ児のCT・ MR:検 査時の鎮静の実施

1ヽ児のロカテ :田勁脈の輸液路確保

賜節穿刺

・留置カテーテルの11入及び抜去の決定

澤尿・留置カテーテルの挿入の実施

４
日
常
生
活
関
係

次水の開始・中止の決定

L平の開始・中止の決定

日環 菫 晴 関 界 贅 富 む ,困 脊 の ス 疋・変 彙 11

卜児のミルクの種類・量・晨屋の決定

児ヽの経口電解賞液の開始と濃度、量の決定

llろうの管理、チュープの入れ替え

口ろう、腸ろうのチユープ抜去

層管栄養用の 胃管の揮入、入れ替え d
日ろうチユ

=フ
・ボタンの交換

翼静贋・活動や層潔の範囲の決定

と解除の半1断



医行為名
満習

実施人数
(20躁 程71人 )

臨地実習
実施人数

(14課程56人 )

５
手
術

2身麻酔の導入
1101術 中の麻酔・諄吸・循環管理(麻酔深度の口寧、藁ll・ m素投与濃度、輸液量等の調整)

“

酔の補足説明:・麻酔饉による患をとのリスク
't有

も含む説明・を補足する崎間をかけた世明

守経プロツク

口膜外チュープの抜去

皮膚表面の麻酔 (注射 ) 1

手術執刀までの準備(体位、消毒 ) 1

手術時の臓器や手術器槽の把持及び保持 (手術の第一・第二助手 )

チ爾時の風器や手術薔種の IE持及び保持 (気管切開等の小手術助手 )

F輛のln足説明:"術 者による患者とのリスク共有も含む説明"をIn足する時間をかけた説明

将前サマリーの作成

手術サマリーの作成

０
緊
急
時
対
応

|に応したインスリン投与量の判断

脱水の判断と

'1正

(点 滴)

お梢血管静脈ルートの確保と輸液剤の11与

b師停止轟看への気正確保、マスク晨気

LS師停 止 思 書 へ の 電 風 的 障 細 勁 冥 鷹

1

敗怠時の輸液路確保目的の骨髄穿刺 (小 児 )

７
予
防
層
療

予防 1壼組の霙施

太腸がん検惨 :便潜血オーダ (一 次スクリーニング)

比がん検診 :視診・触鰺 (一次スクリーニング)

“

脂血症用剤

峰圧剤

病治療薬

害治療薬

子宮収縮 lql制 剤

、CI、 N●

lll尿 剤

!

言示された期間 内に票がなくなうた場合の継続票剤 (全 般 )の継続使用

下剤 (坐藁も含む )

●1口稟 :制酸剤

:口 粘11保IE割

|

1

晨痛耐

17熱剤

去痰剤 (小児 ) ,

けヽいれん薬(小児)

インフルエンザ薬

澪用薬

16q創 傷被覆材(ド レッシング材)

売不安票

ネブライザーの開始、使用薬液の選択

感染懺候時の票物 (抗生剤等)の選択〈全身投与、局所投与等 )

売薗剤開始時期の決定、変更時期の決定

売薗剤開始時期の決定、変更時期の決定

巖本的な輸液 1精 賛輸液、電解質輸液

肛中濃度モニタリングに対応した抗不整脈剤の使用

可の判断 (リ ハビリ、血圧・体温など)



職能団体へのアンケー ト調査

「看護業務実態調査に関するアンケー ト調査」結果

1 調査目的

看護業務実態調査の調査項目の中に看護師と看護師以外の医療関係職種との連携に

関する項目が含まれていたことに鑑み、今後、チーム医療を推進するための看護業務

の在 り方について検討を進めるに当たり、看護師とともにチーム医療に取り組む医療

関係職種の職能団体から当該項目等に関する意見を聞 くことを目的に行つた。

2 調査対象

社団法人   日本栄養士会       社団法人   日本放射線枝師会

-11社団法人 日本言語聴覚士協会    社団法人   日本理学療法士協会

社団法人   日本作業療法士協会    社団法人   日本臨床衛生検査技師会

社団法人   日本病院薬剤師会     社団法人   日本臨床工学技士会

社団法人   日本薬剤師会        計 9団体

3,実施期間

平成 22年 10月 18日  ～ 平成 22年 11月 19日

4.結果報告

別添 1 各団体からの回答

0社団法人′   日本栄養士会       p23
0-般社団法人 日本言語聴覚士協会    p25
0社団法人   日本作業療法士協会    p28
0社団法人   日本病院薬剤師会     p33
0社団法人   日本薬剤師会       p39
0社団法人   日本放射線技師会     ,42
0社団法人   日本理学療法士協会    p44
0社団法人   日本臨床衛生検査技自Ttt  p 45
0社団法人   日本臨床工学技士会    p.46

別添 2 回答用紙以外の資料

0日 本病院薬剤師会

・厚生労働省医政局長通知 (医政発0430第 1号 )「 医療スタッフの協働・連携による

チーム医療の推進について」日本病院薬剤師会による解釈と具体例 (Ver l l)p48

・日本病院薬剤師会パイロット調査「薬剤師が行う薬剤業務および看護師が行う医行

為の範囲について」調査概略   p59
0日 本理学療法士協会

'日 本理学療法士協会特別研究事業「理学療法業務に関する実態調査」朝告書 p61

回答様式

団体名 (社)日本栄養士会

Ql 看護業務実態調査の結果 (別紙 p.1～ 4)で、今後、看護師が実施可能と回答があ

った業務・行為について、どのようにお考えですか。

① 看護業務検討WGでは、本調査の結果について「主に看護師の業務範囲の拡大に関心

のある医師・看護師が回答していると考えられる」、「必ずしも医療現場の認識を正確に

反映しているとは言えない。客観性のある調査結果とは言えない」等の発言があるが、

当会も同様と考える。

② チーム医療の考え方の目的は、患者の00Lの向上、重症化防止、早期退院に努め、

医療の効率化を図るためにある。今回の調査で、看護師の実施可能性があるとの回答は、

業務の補完ではなく、専門性を含めて委ねることであるとすれば、例え教育が付加され
たとしても疑間がある。医療スタッフの本来業務における専門性を尊重すべきである。

③ 管理栄養士は、治療食等に関して高度な知識と技術を有する専門職である。調査にあ

る治療食 (経腸栄養を含む)の決定、食事の開始・中止、さらには管理栄養士 (調査票
では、栄養士と表記されていたが、本業務は管理栄養士業務である1)会の食事指導依頼

等栄養に関する専Fl領域は管理栄養士の業務であると考える。

④ 管理栄養士は専門制として、医師の包括的指導を受けてこれら業務の決定に主体的に

かかわることが、医療の質の確保、医師、看護師の業務の軽減につながると確信する。

Q2 看護業務実態調査の結果 (別紙 p.5)で、現在看護師が行つている業務・行為のう

ち、看護師以外の職種による実施が適当との回答があった業務・行為について、どのよ

うにお考えですか。

① 本調査では、食事の「配膳、下膳」業務が取り上げられているが、これには、単純に

食事を配膳、下膳する業務 (行為)と 「治療食の説明」、「喫食量の評価」の二つの1員1面

がある。             ‐

② 「治療食の説明への理解と合意」、「喫食量の評価」と業務内容を明確化すると、チー

ム医療を推進するうえでは管理栄養士が行うべき業務であり、その業務を管理栄養士が

的確に実施することにより、個々の症状をもつ患者のさらなる栄養管理の充実が図られ

ると考える。

③ 配膳、下膳業務は、一日3回 (朝・昼・夕)―定の短時間に行われる性質をもってい

る。単純業務については、パート等の職員が当たることが考えられる。



Q3 チーム医療の推進の観点から、医師・看護師と分担・連携することができる業務 (今

後実施が可能と考えられる業務を含む。)等について御記入ください。

① チーム医療の推進には、医師と看護師だけではなく、他職種も含めて考える必要があ

る。基本は、平成 22年 4月 30日 付け、医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によ

るチーム医療の推進について」において示された業務を医療関連の各職種が担うことで、

医師、看護師の業務の軽減のみならず、多IFJ種協働による質の高い医療が提供できると

考える。

② 栄養関連業務では、栄養管理の専門職である管理栄養士が、医師の包括的な指示を受

けて、患者の栄養管理・栄養指導を決定すべきと考える。これを実現するためには病棟

に常駐する管理栄養士を配置することが必須である:

③ 今後、「チーム医療推進方策検討WG」 で医療関連職種の業務等について検討されると

考えるが、医療スタッフの専門的業務と責任を明確にし、関連職種の専門性を尊重し、

連携 (共有)・ 協働 (補完)し ながら行うことが原則である。

【回答の提出および問い合わせ先】

厚生労働省医政局看護課看諄サービス推進室 :team―ns@mhlw.go.」 p

回答様式

団体名 :一般社団法人日本言語聴覚士協会

Ql 看護業務実態調査の結果 (別 紙 pl～ 4)で 、今後、看護師が実施可能と回答があ

った業務・行為について、どのようにお考えですか。

1 調査方法について

・ 各調査項目に対して、①実施されていない、②看護師が実施している、③看護師
以外の職種のみが実施、という選択回答であるが、「看護師のみが実施」や「他職
種と分担して実施」の回答項目がないのは回答率を操作していることにはならな
いか (「 看護師が実施している」のほうが「のみ」の回答より高くなることは自明
である)。

・ 「他職種のみが実施している」の項目の選択結果が宗されていないが、意図的に

出していないのか。あるいは前述した回答項目の偏りゆえに0%で あったのではな
い か 。

・ 「今後」については医師と看護師のみの回答であり、他の医療専門職にも関連あ
る項目については他職種の意見聴取 (調査)も 必要と考える。看護師の回答は、
看護師自らの希望を聞いているのみであり、客観的な調査とは言い難い。

・ 1施設からの回答数が異なるようだが、そのために結果にln~り が出ることはない
か 。

・ 必要性の判断、依頼、評価という用語は、医療の中でその定義が明確であるとは
言い難い。定義が曖味である以上、これらの行為に対する捉え方には幅があるこ
とが想定され、それが回答に反映されているのではないか。

2、 調査結果について

・ 基本的にリハビリテーション領域では、多職種による連携の中で医師の指示のも
と、医療行為が実施されている。看護師あるいは特定看護師が「リハビリテーシ
ョンの必要性の判断、依頼」を実施できるということだけが先行すれば、大きな
混乱を招くことになるのは必定である。リハビリテーションに直接関わる専門職
との関連性の中で、看護業務を検討することが妥当と思われる。

。 「49哺下造影の実施の決定」においては、本検査は実施に伴うリスク (造影剤の

誤哺など)が高 く,その決定には高度な専門性が必要とされる。「今後、看護師が

実施可能」とした回答が多数あるが、このようなり不クを承知 した上での十分な
根拠のある判断であるとは思われない。

・ 「50喩下内視鏡検査の実施の決定」「51哺下内視鏡検査の実施」:看護師が少数
ではあつても実施 してし`ることに驚いている。この検査も囃下機能の評価におい

て重要な検査であり、実施については喩下機能とその障害についての高い専門性
が要求される。

・ 「194飲水の開始・中止の決定」「105食事の開始。中止の決定」:こ の項目に関
しても、喋下障害患者に対する十分な評価と検討の上で決定されるべきものであ



3

り、包括的にできるとすることは疑間である。
。 「189。 リハビリテーションの必要性の判断、依頼」:必要性の判断については、臨

床の実態を考慮すれIぎ 「医師と言語聴覚士や他のリハビリテーション専門職が行
うこと」が妥当である。

・ 「196患者・家族・医療従事者教育」:言語聴覚障害や摂食・廉下障害のある方|二

関 しては看護師ではなく言語聴覚士が専門的観点から説明や指導を行 うのがきわ

めて妥当であると考える。

その他

・ 仮に看護師が包括的指示に基づき、調査で挙げられているような項目が実施可能

となつたとき、特に実施の判断の結果として起こった事故等に対する責任は誰が

負うことになるのか、明示されていない。
・ 今回の調査で用いられている看護師からの依頼といつた用語は今後、医療領域で

使用されることになるのか。その場合、どれはどのような内容なのか。

・ 包括的指示とは、具体的にどのようなことを指すのか。

02 看護業務実態調査の結果 (別 紙p5)で ,現在看護師が行っている業務・行為のう

ち、看護師以外の職種による実施が適当との回答があった業務・行為について、どのよ

うにお考えですか。

調査方法について

・ この調査項目は何を基準に選定されたものなのか。

・ この調査においてのみ「看護師のみが実施 J、
「他職種と分担 して実施」、「他職種

による実施が適当」という選択項目になっている:01の看護師が実施可能かとい

う調査においてもこの選択肢が含まれているべきであり、操作的であると言わざ

るを得ない。

結果について
。 「他職種による実施が適当」とされた項目について:看護師は今後行わないとい

うことを意味するならば、「検査やリハビリヘの送迎」を行わないということにな

り、看護師が自ら他職種との連携の機会をなくして良いと考えていると捉えるこ

とができる。リハビリテーションでは、そのような機会に、その日の患者の状態

を看護師から聞くことができ、またリハビリでの状態や病棟での取り組みについ
て意見交換を行つている:こ のような業務を「分担して行う」という意識をもつ

ことが、患者を中心とした本来のリハビリテ=シ ョンのあるべき状態と考える。
・ 患者さんの状態を日常的に把握して臨床にあたるというチーム医療の観点から

は、2や 6、 11も 他職種が実施することが適当であるという結果には疑間を感
じる。

2

Q3 チーム医療の推進の観点から、医師・看護師と分担・連携することができる業務 (今

後実施が可能と考えられる業務を含む。)等について御記入 ください。

・  チーム医療は患者・家族の数だけ存在し、その疾患や障害および施設の規模、参
加する職種により様々な形をとりうる。従って、チーム医療は、「これは分担」「こ

れは連携」というような単純な線引きは難しい。必ずグレーゾーンが存在し、そ
のグレーゾーンを他職種と協同して働きかけ、埋めていく作業こそが重要である。
一つの職種のみ実施可能ということが先行することは、硬直化した医療サービス

の提供となる危険性が大きい。

・  リハビリテーションの実施および言語聴覚士が行う検査 (聴ヵ検査や心理検査な
ど)の説明については、専門的な知識を持つ言語聴覚士が行うのが最も適してい

る。

・  調査項目を中心にみると、言語聴覚士が医師、その他の職種と連携・分担して行

っているものには、喋下導影実施の決定、囃下内視鏡実施の決定、哺下造影検査
の実施、気管カニューレの変更の提案、飲水や食事の開始や注意に関する提案、
食形態の提案、栄養摂取方法の提案 (PEGか 経口かなど)、 リハビリテーションの

必要性の判断、他科への診療依頼、退院 (転院)サマリーの作成、栄養士への食
事指導依頼、軟口蓋挙上装置等作成の判断と依頼などが挙げられる。それ以外に

もたくさんの業務がある。

要望

今回の調査、また調査結果については、会員の中からも様々な疑間が提起されている。
今回の調査結果だけから今後の方針決定をするのではなく、是非関連する職種の意見にも
真撃に耳を傾け、チーム医療という原点に立ち戻つて慎重に検討してぃただくことを切に
お願いしたい。

また、言語聴覚士は、リハビリテーション領域 (神経内科、1出 神経外科、内科を含む)、

耳鼻咽喉科領域、小堰科領械、形成外科、口腔外科領域など多領域で言語聴覚療法を提供
している。従つて言語聴覚士が医師や他職種と連携して行っている業務も多岐にわたって
おり、その全てをここに挙げることはできない。

他職種についても同様のことがいえる。従って看護業務についてだけでなく言語聴覚士

を含む他の医療職の業務についても、是非、早急に同様の調査の実施をお願いしたい。

【回答の提出および問い合わせ先】
厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室 :team― nsmhlw.gO.jp
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厚生労働省チ…ム医療推進のための

看護業務検討ワーキンググループ lr中

団体名 社団法人 日本作業療法士協会

【総括的意見】

0チーム医療につぃてのガイドラインもなく、各医療スタッフの業務範囲 。役害りについて未

調査、未整理の中で、「特定看護師」の制度が創設されることには時期尚早と考える。

O看護以外の医療職種の実態調査について早急に実施すべきである。

Oチーム医療を進める上で、医事業務、食事・栄養、病院マネジメントについての実態

も把握すべきであり、併せて調査すべきである。

01 看護業務実態調査の結果 (別紙 p.1～ 4)で、今後、看饉師が実施可能と回答があ
つた業務・行為について、どのようにお考えですか。

○概ね医師の回答による看護師が実施可能と考える項目と看護師自身が実施可能と考え

る項目に大きな乖離はないという印象がある。しかし、チュープ、カテーテル等への対

応など専門技術的な項目に関しては、検査・処置におし`ても医師の期待に反し、看護師

が実施可能との回答が少ない傾向がうかがえることからも、現状では看護師による実施

|ま 困難と考える。また、薬剤に関しては、看護師ができるとしているものの比率が高い

が、医師は占有業務と半1断 している傾向がうかがえる。診断との兼ね合いもあると考え

られるが、生活期の健康管理上は看護師に薬剤の選択・使用は認める方が現実的ではな

いかと考える。緊急時対応に関しては看護師が実施可能であるとの比率が高く、単純に

比較はできないが他の職種にはない傾向かもしれず、看護師の専門性の高さがうかがえ

る。リハビリテーシヨンの必要性の判断に関しては、医師も看護師も看護師ができると

の傾向にあるが、設間の仕方自体に問題があることからも、日本作業療法士協会として

は容認できないと考える。

O疾患別、重症度別、病期別 (急性期・回復期・維持期・終末期)における区分がなされ

ていないため、難易度とリスクの想定がしにくい設定であり、十分検討する必要がある。

O入院・通院・訪間・夜間・救急・医療機関の機能・地域特性に応じた安全で適正な医療

が提供できることを念頭に置いて検討されるべきである。

0189リ ハビリテーションの必要性の判断においては、疾患別、重症度別、病期別に状態

像を把握し、各々の役割を担った作業療法士・理学療法士・言語聴覚士等その他の専門

職が必要に応じて行つた検査結果に基づいた評価内容を基に、リハビリテーションテー

ムとしてその必要性と予後を総合的に判断しチームで対処すべきものであり、看護職単

独で判断依頼すべき事項ではない。総合的な判断の精度をあげるために、クリニカルパ

スおよび連携パスの整備等が必要である。また、191理学療法士・健康運動処方士への

運動処方依頼、198他の介護サービスの実施可・不可の判断 (リ ハビリ、血圧、体温)

においても同様の見解である。

○医師、看護師ともに今後看護師が実施可能と回答した割合が 70%を 超えるものについ

ては、業務委譲の条件を整理して実現に向けて検討していただければよいのではない

か。どちらか一方が 20%以 下の業務については委譲の検討から除外すべきだろう。問

題は、両者の間で 40～ 50%で拮抗している業務や《どちらかのみが 30～ 70%程度では

分析が難しく、新たに別の調査や十分な検討を望みたい。また、身体疾患領域の看護師
に関する項目の害り合が多いということと、そのF2時でのカテゴリーの不揃いが気にかか

つた。例えば、189の リハビリテーションの意味と ( )の 内容、191の運動指導の専

門職名など、設問内容にも偏りがあると感じた。精神疾患領域の看護師や医師に関して、

より多くの調査と回収が実現すれば、今回の結果と異なる結果が出るものと推測lす る。

OQlの 貨間以前に、このような「医療処置項目」を取り上げて、看護師の実施可能の適
否を問う設間をしていること自体が大きな疑間ではあるが、一般的な「実施」という行

為自体の遂行については、すでに看護師の業務となっていることは現場に鑑み理解でき

る。しかし、「決定」とされる項目では、多職種への「指示」する内容が含まれている
ので、このように高い数字で看護師が実施しているとは考えられない。ただし、業務の

実施上、多職種での理解のうえで様々な業務分担を多職種による協働の下で合意を得
て、医師に相談した上で医師から全体的な指示を受けて突務をするのは現実的だと理解
している。今後、いつそうのチーム医療の推進という観点では、看護師だけではなく、

同様の調査を多職種で実施し、ある行為について「この職種がすべき」という業務内容

を固定する結果ではなく、多職種がその専門性を活かして業務内容を「遂行できる」と
いう前提を作り、施設の現状やその場の状況などに応じて役割を協調・協業するものが

本来のあり方と考える。

039に ついては、呼吸器疾患に対する開始時評価や介入後効果の判定などのためには、

作業療法士などでも実施できるものと考える。189に ついては、「必要性の判断、依頼」
は看護師の業務とは思われない。作業療法士含めた職種として、看護師以上に「必要性」
を半り断できる職種に看護師が「依頼」するのは理解できなぃ。「必要性について、相談
する」というものであれば、現実的に行われているものと考える。190で は、ヵ学的・

運動学的観点からの知識を必要とする「補装具の決定」については、看護師業務の範時
とは考えにくい。一定のパスとなつているルーティン業務については、看護師だけでは

なく、関連職種が実施可能とすべきと考える。「注文」については、使用する (適合す
る)補装具が決まった後の事務処理とすれば、これも看護師だけではなく、どの職種で
も可能とすべきと考える。191で は、「依頼する」行為は「必要性を判断する」上に成
り立つ行為なので、看諄師業務としての「依頼」というものではないと考える。196は、
どの程度の内容の「患者・家族」教育なのか判断できないが、すでに現状で行われてい
るものと考える。「医療従事者教育」は看護師だけで行われるものではなく、多職種に
よる専門性の相互理解を促し、専門性を理解しながら患者 (対象者)や家族に総合的な



チーム医療を提供するものと考える。198については、「看護師として、状態を勘案し

て当日の実施について意見する」ということが現実的に行われているものと考える。こ

れが、「実施不可」という多職種への指示という形態ではないと理解している。状態の

変化については、その勤務状況から看護師が十分な把握をしていることは、現実的な状

況だと理解しているので、その情報に基づいて、各職種の専門性から判断すべきと考え

る。199、 200、 201、 202に ついても、上記の 198と 同様の考えから、看護師から依頼

(指示)されるものではなく、患者 (対象者)と 家族の状態に鑑み、各職種の専門性を

活かして総合的に判断されるべきものと考える。

O患者の立場に立った医療の安全・安心性の観点から個々の業務分担・チーム医療である

必要があると思われる。特に医師と看護師で回答が大きく異なる項目<検査 :評価の実

施・決定>、 <呼吸 :調節の判断・スケジュールの作成等>、 く処置 :ほ ぼ同一回答項

目が多い>、 看護師と医師の回答が一致しているく日常生活関係:開始と解除の判断>、

<薬剤 :選択・使用等>、 <その他>、 特に評価の実施・判断 ,決定項目については医

師・看護師の養成課程からも再度検討が必要である。また、その他の項目でリハビリテ

ーション関連においては、サービスを利用する患者や関連職種の連携の観点からも適正

な判断ができる環境が重要である。

Q2 看護業務実鵬調査の結果 (別紙 p.5)で、現在看護師が行つている業務 1行為のう

ち、看腹師以外の職種による実施が適当との回答があつた業務・行為について、どのよ

うにお考えですか。            1
0患者の利益につながることを主眼において、①看護師が実施するのが望ましい業務、②

看護師以外の職種も分担して実施するほうが望ましい業務、③他職種による実施が望ま

しい業務、に分けて検討すべきと考える。これによると、「7 看護記録等の入力」は、

①の看護師が実施することが望ましい業務であるが、それを除いた全ての項目で、②の

看護師以外の職種も分担して実施するほうが望ましいと考える。理由は:チームで患者

の情報 (状態像)を把握し対応する医療を適切に推進する上でそれが重要だからである。

O―見現状と希望の%のみを比較すると 1、 2、 5、 8の業務が現状よりも大幅に他職種に

よる実施を望んでいると読み取れるが、もともと看護師の 9割が実施しているという業

務がこの中では 7し かない。次点は 6、 10で 、それ以外は、現状でも他職種が行つてい

る割合のほうが高い。これでは、「現在看護師が行つている業務・行為のうち」とは言

えないアンケー トになつていると感じた。また、他職種が行うことで捻出できた時間を

何に充てたいと望んでいるかが最も気になる。日々時間に追われる中、看護師が本来行

いたいどんな業務を捻出するためにこう答えたのか、というつながりを示した上でのア

ンケー ト結果が知 りたい。そこで捻出したい業務には、アンケー ト1～ 4ページ (医療

行為)の 中に含まれないもの (生活に関する面接や看護診断等)があつて然るべきだと

考える。

O調査に回答しているのは看護師だと思われるが、Ql同様、このような項目だけを取り

上げて看護師に質問すること自体が不適当と考える。看護記録については、専門職種と

して記録が義務づけられている以上は他職種が代行するものではない。その他の設間に

ついては、多職種の専門性に鑑み、看護師だけが行う業務とせずに、その施設の現状や

その場面での状況により適材と協lulと いぅ観点から、本来は多職種すべてがその行為を

行うことができることを前提に、チームの機能として業務を分担すべきと考える。

O専門職が本来の業務に専念できる環境は、患者にとつて有益であり業務を分担していく

ことは重要と考える。看護の業務範囲から外すことで業務を分担した場合に、どの職種

が行うのか、どのような連携で実施していくのかの議論が必要。業務分担が進むことで

業務のFe囲 を限定してしまうと、本来の連携がどこまで保証されるのかが逆に心配であ

る。この業務は我々の業務ではないという視点は連携を阻害する因子になると思う。

Q3 チーム医療の推進の観点から、医師・看餞師と分担・連携することができる業務 (今

後実施が可能と考えられる業務を含む。)等について御記入ください。

Oチーム医療の推進としては、他職種との業務分業を論点とするのではなく、業務はオー

バーラップすることを前提にして、看護師しかできない業務項目の有無を議論するほう

が建設的と考える。

OQlで も記載 したが、地域生活者の維持 (生活)期 における投薬・処置等の医療行為に

関しては診断権、処方権も含め、看護師に可能な限り業務移譲すべきであると考える。

さらには、介護福祉士も含む他の医療専門職にも一定程度の医療行為を認める方向と

し、可能な限り臨機応変に利用者の状態変化に初期対応ができる仕組みづくりが望まれ

る。

O患者の利挙につながることを主眼におけば、医師を中心とするチーム全員が1前 つていな

い状況、すなわち、在宅医療、介護、夜間帯の対応などの場面においては、現場の当事

者が判断し処置しなければならないため、基準を定めて業務分担を検討してはどうかと

考える。例 :臨時薬の選択・使用、日常生活関係

○精神科の急性期～亜急性期に病棟に入つて作業療法を行つているが、集団や場を作ると

きに看護師と連携できるとよいと思つている。入院患者にとって、看護師は常に第一番

目のサポーターであり、このような視点でリハビリテーションヘの導入をアシストして

いただけるととてもありがたいし、何より患者の安心感・安全感につながる。

○医療を必要とする人への最大限の配慮と効果を望める上で、合理的・経済的に最良の分

担を目指してほしい。今回のアンケー トで、看護業務の幅広さと意見の多様性は確認で

きたが、業務を分担委譲するとして、あまりに細目を増やすと必ず現場の混乱と医療ミ

スにつながると思う。例えば、薬剤の使用について、OO剤は分担可(OO剤は医師の

みという方向になるとt看護にも患者にも誤解や不安が蔓延するのではないだろうか。

大きく業務をくくりなおして、他職種にも患者や家族にも説明と納得がしやすい分担と

業務の連携を望みたい。

Orチーム医療を推進する観点からJと いう質問にもかかわらず、「医師・看護師と分担・
連携」だけを質問すること自体が理解できない。「チーム医療」という観点であれば、

全ての職種の専門性を統合した上で、「分担・連携」という考え方に立脚すべきと考え

る。

O全体的な印象として「依頼」という表現を用いているが、「指示する・指示される」と

いう指示権の問題が含まれているのでくこの結果だけで検討が進むことには大きな危惧

を持つ。「チーム医療」という立場では、各職種がその専門性に鑑み、同等の立場で専

門性を活用できるようなチームの中での連携・協働関係を構築することが重要であると

考える。もちろん、施設の状況やその場面での状況によって詳細は異なるが、安全・安 |

賞:I再|:F』ヲ繁ξ[「`ξま翁像ま署ユ|「蒼″f罫服皇霧警菫曇[尻替[||:蒻
|

在の検討の進め方は、看護師自体も不足、地域的な偏りがある中で、ますますその傾向



が大きくなることも危1具 される。このような「業務分担」という名目上の業務独占や業

務拡大の検討ではなく、各専門職種がさまざまな重複できる業務内容を検討し、その施

設やその状況、また患者 (対象者)と その家族に応じた関わる職種の中で、チーム医療

を提供する際の「リーダー」のあり方を検討すべきと考える。

○互いの専門性と業務を分担する場合当然ながらオーバーラップしてくる部分を見極め

ておく必要がある。医師の業務・看護の業務・理学療法士/作業療法士/言語聴覚士の業

務等どの程度養成教育の中で互いの職種について理解できているか。また、チーム医療

の観点からも個々の専門性を見直す必要があると考える。

回答様式

団体名   社団法人 日本病院薬剤師会

Ql 看護業務実態調査の結果 (別紙 pl～4)で、今後、看護師が実施可能と回答があ
つた業務・行為について、どのようにお考えですか。

要 旨

〇  「薬剤の選択・使用」の設間に関して、T寧な説明がなされないままに調査が実施
されたことは甚だniL憾 でぁる。調査に用いられた広義の薬剤群名では使用薬剤が特定
されず、使用状況や治療内容も不明であるため、薬物治療や処置等の有効性・安全性
が確保されないことが懸念される。

○ 薬物治療の安全性確保の観点から、看護業務調査の結果だけに基づいて、今後、看
護師による「薬剤の選択・使用」の範囲を拡大することには賛同いたしかねる。少な
くとも、薬剤の取り扱いに関する看護業務の検討においては医師や薬剤師の意見を重
視 して議論する必要がある。

O 看護師自身による「薬剤の選択・使用」の実施可能率は高いと回答されている薬剤
についても、投与禁忌 ,慎重投与の薬剤や重篤な有害反応も報告されている薬剤も含
まれており、薬に関する高い専門的知識が求められるので、看護師による今後の業務
範囲の拡大には慎重であるべきと考える。

詳細

別紙のとおり

Q2 看護業務実態調査の結果 (別 紙 p5)で 、現在看護師が行つている業務・行為のう
ち、看護師以外の職種による実施が適当との回答があった業務・行為について、どのよ
うにお考えですか。

要旨

○ 調査項目について、薬剤に関する項目「注射薬のミキシング」「持参薬整理や内服
薬の分包などの管理」「配置薬 (救急カー ト内の薬品を含む)点検と補充」は、質問
内容が不明瞭である。従つて、回答者のとらえ方が様々であると推演1さ れる。

○ 設問設定について、「他職種による実施が適当と考えられる業務」について調査す
るのであれば、各々の質問事項についてどのような職種を考えるのかについても間う



1  総議題F月称遭皇泥誌寄籠こ暑舅賛省:3『字墨蒼勇喜:皇馬『疑ξ墨爾Fし
て

詳細

別紙のとおり

03 チーム医療の推進の観点から、医師:看護師と分担・連携することができる業務 (今

後実施が可能と考え.ら れる業務を含む。)等について御記入ください。

要旨

〇 日本病院薬剤師会は、チーム医療推進の観点から、専門性を有する薬剤師が業務を

分担して連携・補完することで患者の状況に的確に対応した安全かつ有効な医療が提

供できると考え、平成 22年 4月 30日 付の厚生労働省医政局長通休口「医療スタッフの

協働・連携によるチーム医療の推進について」に基づき、別添 2の通りに「解釈と具

体例」を示したところである。薬剤師は、薬物療法に関しては、すべてに責任を持っ

て業務にあたる所存である。その際、現行法の下においては、別添 2に 示した薬物治

療管理に関する各業務については、薬剤師が医師を始めチームのメンバーと十分な連

携・協議の下に実施することは言うまでもない。

O 日本病院薬剤師会としては、これらの薬剤関連業務について「看護業務検討ワーキ

ンググループ」だけで看護師一般あるいは特定看護師の業務拡大が議論されることは

極めて遺憾であるも「薬剤の選択・使用」などの薬剤関連業務については「チーム医

療推進方策ワーキンググループ」においても十分に議論されることをお願いしたい。

さらに、看護師のみならず薬剤師についても業務範囲の更なる拡大について「チーム

医療推進会議」の下で検討して頂きたい。

詳細

別紙のとおり

【回答の提出および問い合わせ先】

厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室 :tean―nsOmhiw go」 p

Ql 看護業務実態調査の結果 (別紙 ,1～ 4)で、今後、看護nnlが 実施可能と回答があっ

た業務・行為について、どのようにお考えですか。

1回答 :

l Vll査 方法について

(1)「 包1舌 的指示」の具体的な

“

明がなく、示す内容が不lJITliで あつたと考えられる。例え

ば、「
■接」旨示」なのか「11前 1旨示」であるのか、「忠者ごとの指示 (各患者に実施予定

の医療処忙1を示した文甲い〉)」 であるのか「1須療rlt関 や診現、千「・グループ企イ41と しての指

示 α141イ ヒした診夕ヽ業務プロトコノンなど)」 であるかなどが考えられる。紺クこの角r釈に際

しては、調ri‖れこ「包括的指示」を共イ本的イメージとして■1解り
｀
る説り1を つける必要が

あつたと考える。

また、「共斉りの選に 使り1]」 の設‖1に lllし て、丁ツヽな説明がなされないままに‖‖査/Jl突

施さ,1.た ことは ll‐ だ遺憾である。ル‖rlに JIlい ら才1′ た広光の薬斉11‖名ではl■
i川

1に lFi/Jl特定

され

'・

、l■Л]状況や治療内容も不明であるた
/)、 薬物治″1や処P'11)の 有効性・安全‖1が

11保 さね′ないことが懸念される。

(2)に行為の「実施の有1嗜」だけでなく「実力Lさ れる状況」も〃‖査するべきであったと考え

る。例えば、看護miに よるえ行為の実力Lに 際して、以下について t)J‖ 査すべきであった。
・看護師による実施の記録と医師に,1る rli認 の署名等があるか

,医行為の手順等がり1文化されて病院また|ま診11窄1内 で統一されているか
。指示が実施されなかった場合もそれが把払!で きる仕刑1みがあるか

2 ″H査 結果について

(1)「 外剤の選択・lt用 」に関して、看泄川iに よぅFJL在 の実施率を1に 11,コ 答と看ic向 iF 7年 で

比岐すると、医師|コ 答を水‖」として看護 l llコ 答はl lttLttj勾で 26倍 も高い紺i】1である。

このことは、Llli自 身が指季した fl合
以上に看護陶j自 身が実施している可能171iが ある実

“

を示している。また、
"l添

3に示した薬斉Jmi回 答における看護miに よる現在の実施=Ⅲ

も、医ll i回 答におけるそれよりも全般的に低いl1/1向 にあった。

したがって、薬物治療の安全性rliイカtの観点から、看設業務]H査の結果だけに基づいて、

今後、看護劇iに よる F薬斉りの選択・使用」の範囲1を 拡大することには賛Fllい たしかねる。

少なくとも医薬品のI使 り扱いにlllす る看護業務の検討においては医″Fや薬剤lll iの 意見を

Ii視 してi儀 輸する必要があると考える。

(2)「薬斉Jの 泄択・使り11」 と l検 査 (薬斉J・ 薬4勿 治療関連の 30,32,33,34.35,36,38)」 に1し

て、看護miに よるJJl在 の実施中について医師|コ 1答 と看池lll回 答ともに比岐的高かった (1列

えば、現在は 40%以 上)の は、「156:下斉1(坐薬も含む)の選択 。使用」「168漁」r"被 漫



材 (ド レッシング材)の選択・使用」の 2■ 日であった,ま た、看護lTに よる今後の実

施可能率が、医

“

「回答と看護FTl回 答ともに高かつた (例 えば、今後は 70%以上)のは、

先の 2項 目も含めて以下の 5項 目であった『

・156下斉J(坐薬も含む)の選択・使用

・159■月″斉りの選択・使用

・167外 用薬の選択・使用

・ 168珀リイ

"被

覆1′ (ド レッシング材)の il■択・使用
:・ 172ネ ブライザーのりり始、使用薬液の選 lllk

これらの 5111目 については、看護川iが 患者の生活支援を行う上でもど、要な「薬斉りの選択・

使用」であると理角ギできる。一方で、推月り斉りや外月J却|な どには訓11‖キのl171意 J「項もあり、

下lfl(坐 共)や吸入共についても卍llt用 や有害反応によるりみクに注意が必、要である。

したがって、看護niが今後、これらの業務純2Π を適切に拡大できるように、薬斉り師も1「

nlの プロ ト旱ル作成への参画及びプロトコル遵守状況の監査を洒じて一定のlyl与 をイテう

ことで、分担・述りりを図ることが可能であると考える。

(3)「 薬イリの選択・l■用Jと 「検査 (薬斉り・薬物治lyttti■ )」 にレlし て先の 5項 目を除き、以

下に挙げた 6111日 は、看設師回答における看設niに よる今後の実施可能率は l llか つた (例

えば、今後は 70%以上)が 、|[山「口答と薬剤milFJ答 (別 添 3)における看護師による今

後の実施
'f能

率はともに1.巧 くなかつた。これらについては、看設Pl自 身による「薬斉りの

過択・使,1]」 の実施可能率は l llい と回答されている薬丼1に ついても、投与楽忌・llt■ 1☆

lJ・ の基剤や11篤な伯害反応 も‖14iさ れている薬イリも含まれており、薬に関する「 巧いlFI‖」

的知 ntが 求められるので、看護riに よる今後の業務範ワ‖の拡大には1,ti[で あるべきと考

える。

・157口 薬 l ll酸斉1の 選|い lJ_月 ]

・158 ,1薬 :l1111膜 イ井t護斉りの選llK・ l■用                   
′

.160制 I」:″1の 選択・使Jll

・161止 l13斉1の 選択・ 1吏用

・1620t痛 イリの選択・使用

・ 163 Fllttt斉 1の 選択・使用

なお、「183 自己」1世Ju定り‖始の決定」については、医師回答は 5810/cで あるが、精尿病

瞭養指導士認定を受けた看護師がlll尿 病専Pり |え などのi直 り]な 指示の下で実施するのであ

れば今後の業務拡大は下r能 と考える。

Q2 看護業務 A‐ 態7JU在 の結果 (別 紙 ,5)で 、現在看護miが 行っている業務・行為のうち、

看護rl lttzLの lllllfllに よるA‐ lL/72適 当との1亘 1答 /llあ った業務・行為!こ ついて、どのよう

にお考えですか。

回答 :

l ttd査 方法について

(1)″‖査項 目について、薬斉1に 関す る項 目「注射薬の ミキシング」「
1■ 参薬 lllr』 lや 内服薬の

分包などの11』 1」 「配‖i薬 (救急ヵ―卜内の薬品を含む)点検と有け充」は質問内容が不り]

瞭である。従って、回答者のとらえ方が様々であると1lrlllさ れる。

(2)設 ‖]設定について、「他llP111に よる実施がj芭 当と考えられる業務Jについて1‖イFするの

であれば、各々の質‖りJ「 Jltに ついてどのようなlllt和Fを考えるのかについても椰lう べさで

ある。また、該当する他ntllか らの回答を求めたり、医力ヽ/Jl場 の現実と,して他‖tOFと の

分ll実施の可1た ‖:も ル

“

べるなど、丁増:な卍Hイ1を実施すべきである。

2 ″H査 結果について

(1)薬 剤に関する 3■1日 について「今後の他りntinに よる実施が妥当」とする石穫師|■ 答が

67‐79%、あったが、上に l●Lした調 14.方 法上のllk界 があるため、この結,この解rlNは lAl難 で

ある。

(2)日 本病1坑共斉Jmi会が実施した「業務

“

L lll調 査」においては、別添3の辿りに調査,■ 日を

詢‖分類して該当する業務内容をりlr41に したと同‖キに、FJL在 及び今後について「薬斉lmiの

みに,1る 実施がう苗当」「看護市

"の

みにJ:る 実施がi山 当」「薬斉lmi・ 看護ni/Jl分 胆して実施
が適・rl」 「薬斉1師、看護mi及 び他l ltilが 分l_して実施が1芭 当」を‖|う itrlll定 とした。こ
の結果を解釈すると、以下のキうな方r可 性が考えられる。

「nirll薬のミキシング」については、「無#i製斉1処コ!Jの うち「ルt悪1■ ll l瘍斉1」 は薬却l

l・Tに よる実
"L、

「中心静脈栄養 lTPN〉 」|■薬斉
"niが

実施または薬斉l lllを 中心として薬た1

‖F・ 看護‖中による分1■実施、「その他の注射共」は薬イリniを 中心に共斉りll・ 看lf(山「による

分担実施、非無山的]‖製となる油ftの 「投与41‖‖」は薬斉りni・ 看護lll.他 11'lRに よる分
担実施が考えられる。
「持参薬

“

1理や内lll薬 の分包などの筆J!」 については、「ltF参 薬J[11」 r/Dう ち「薬lり :名 ・

用法用」1な どの確認」は薬イlmiが 実施または薬斉llllを 中心として薬却Imi・ 看護llliに ,1る

分ll実施、「昴I認に』Lづ く医師へのlll薬 計画の提案や薬4勿 治富1ま理」は某斉Jmiに よる実施
が考えられる。「内服薬の分包」のうち「調剤時の内llQ]にの分包 (一 包化J‖斉1)」 は薬斉J

IIniに よる実llL、
「持参薬などのIJllttl済 みの薬の小分けや分包」は薬斉1師を中′とヽに薬斉Jni・

看池師 。他lllilに よる分J」 実施が考えられる。
「llL置薬 徴 急カート内の薬1■ を含む)点検とlli充」につし`ては、「点1資 と‖,充にかか

る日常業務」は薬斉Jni・ rr護・ll・ イ也litinに よる分担実施、「点1女 と‖,充状況のrri認 と11理」
は薬斉Jmiを中心に薬斉り嗣;・ 看護山F・ 他‖trrlに よる分担実施が考えられる。



回答様式

ただし、以上は数値だけに基づく一つのlr釈であり、FfL実 には病院ごとに業務の状況

や進め方は千差万別ではある。薬剤師と看護師との間のみならず他‖ヽ種への業務移11に

ついては、各lllll種 固有の業務も担当しているためtt重 な誰論が必要であると考える。

Q3 チーム医療の推進の概点から、医師・看言

“

lTと 分担・述りらすることができる業務 (今

後実施が可能と考えられる業務を含まP^)年 について御記入(ガ さい_

回答 :

(1)日 本病1院薬斉lmi会 {よ、チーム医療I彙進の批点から、専Fり lVLを 有する薬斉1師 が業務を分担

してillうち・‖〕完することで忠者の状況に的fliに 対応した安全かつ有効な医療/Jl提 供でき

ると考え、平成 22年 4月 30日 rlの l1/生 労lfJl省 医政局長通知「医療スタンフの協lJJl,ill

5ち によるチーム医療のIt地 について」に1螢 づき、7J l添 2の 通りに「角″釈と具体例」を示

したところである。薬斉Jl」liは 、薬物療法にlylし ては、すべてに責任を持って業務にあた

る所rr~で ある。その際、JjL行 法の下においては、別添 2に 示した現に物治療niЛ nに lllす る

各業務については、薬却lmiが |`miを はじめチームのメンバーと十分な述うち・協議の下に

実施することは言うまでもない。

(2)別添 3が示すように「薬斉りの過択・使,11」 及び fl資 rr(薬斉1・ 薬4勿 治療関連)Jに ll薬

斉1師 も休く関与している実lLIが ある。 日本りあ1暁薬斉J師 会としては、こね′らの薬斉1開辿業

務について 「看護業務1ラ t詞 ワーキンググループ」だけで看護 ll一 般あるいは特定看設 ll

の業務拡大が議論さメ1′ ることはlj」
4め て遺憾である。

「薬斉りの選択・ 1吏 ,11」 などの薬贅」関連業務については「チーム医療IIl進 方策ワーキン

ググループ」においても十分に議論されることをお

“

口いしたい。さるに、看護師のみな

らJ・薬剤miに ついても業務絶口‖の更なる拡大について 「チーム|[瞭 Ifl進 会議」の下で検

・・lし てlllき たい。

以上

社団法人 日本薬剤師会

Ql 看護業務実態調査の結果 (別 紙 pl～ 4)で、今後、看護師が実施可能とEQll答 があっ
た業務・行為について、どのようにお考えですか。

医療|‖ 世項目の「薬斉1の避lFK・ 使用」で対象としているのは、医師の指示に基づき薬剤師が訓1

斉
|し

た薬齊1(すなわち、薬」「法上におけっ
「調斉り済みの薬斉1」 )で あることが前1足 となるのは■

うまでもない。また、各rli日 の使月11人 況の違い (た とえば、医行為の手順等が施設内でり1文化さ
れているか、実施のl・ L録・ll:認のlL組みやそれらを把11で きる仕判lみ が102る か等)も 考慮するこ
とがりRめ られるが、残念ながら今回の調査では、回答者に文lし 、之、ずしもその点がり師!に 伝わっ
ていなかった可能性がある。

そのため、「助〔斉りの選択・使|]]Jに おける「投与中兆斉りの病態に応じた,t斉り使用〕」「脇i‖ |りLJ「 ′ll
殊な]に 斉1」 の項目の企llxtで 、「IJL在看lμ miが 実施しているJと III答 した11合が、医山ドによる1,1答

よりも看誰師による回答のはうが大‖」に上回つているのは、そのような認識の違い 。ズレによる
ものとも1イた測できる。したがって、今IIIの lll査紺りtだ |り をもって、看護師の今後の業務絶 llの詢ム
大を検r'1・ 判 lJrし ていくことについては、非常に懸念があると言わざるを得ない.

ただし、今後について「看11川 iが 実施lF能」と回答があった項目¢)う ち、医川iお よび石it田 iに

よるIII答 lり」合がともに高く、そして:日 本り両1完 薬斉JⅢi会が共済」miを 対象として実施したパイロッ
トill査の結果からも同l14の ltrl向 が得らオ1′ るものについては、看言u山 Fが 今後、業務10p‖ を,苗 リリに拡
大していくことができ/● よう、り〔方りl liが 一定の関与することで業務分1■ ・連」J`を図つていくこと
ができるものと考える。

また、とりわり施設‖りでの連Jメリに基づくチーム医城(のオ‖築が求められる地域医療でも、以上の
点を踏まえた上で、「包括的指示Jの |に し手と受け手との‖で認ntの lll l間|が生じ4だ いょう、一定

″#其さ増訳:雄積1[1鳥 磯 協i採 11懲檄i41讐「
M｀

1響
師¨ 後蝶 剛

|

Q2 看護業務実態調査の結果 (別紙 p5)で、現在看護師が行つている業務・行為のう
ち、看護師以外の職種による実施が適当との回答があった業務・行為について、どの
ようにお考えですか。

前述のQlと ll様 、各質‖】の1llt■条件や使り‖1大 況が必ずしもり]確 でないこと )ヽあ り、今巨の1‖

査結果だけで判 lrrす るのは困難だが、日本病院薬剤Ⅲi会パイロット調査の結果とり

'せ

て分J「 した
上で、1,t■ に検討すべきt)の であると考える。

また、医療機関のみならずj也域におけるチーム医療飾保の観点から、1也 域における医Jて lLO｀ 体
制の中でも、非[剤 miに よぅ無藤i訓1剤や薬層1等 を活用したll l薬 管ilな ど、薬学的力1‖ tが求められる
場合が医療機関以上に多くあることも十分考慮すべきであると考える。



Q3 チーム医療の推進の観点から、医師・看護師と分担・連携することができる業務
(今後実施が可能と考えられる業務を含む。)等について御記入ください。

｀
「チーム医療の推進に関する検討会」による報告尋卜「チーム医療の推進について」(平成 22年

3月 19日 )の取りまとめを受けて示された「医療スタッァの協働・連携によるチーム医療の推進
について」(平成22年 4月 30日 付医政発 0430第 1号、厚生労働省医政局長通知)では、チ‐ム

医療における薬剤師の開わりについて「薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが非常に有益
である」としている。           ::
同迎知を受けて日本病院薬剤mi会においても、チーム医療の中で業者1師が貢献すべきと考える

業務の具体化を推進するため、「解釈と具体例」(平成 22年 10月 29日 )が取りまとめられてお
り、そこに示されている薬物治療に関する各業務は、薬剤円iと 医miの 迪りじの下で積極的に実施さ
れていくべきである。

薬物治療の質 。安全の確保のためには、医
"Fの

処方に基づいて薬剤師が調済1を 行うという、原
則を踏まえたチーム構成が不可欠であることは言うまでもない。また、処方せん中に疑わしい点
がある場合、薬斉り師は疑義をm認した後でなければilH剤を行うことができない。

すなわち、チーム医療推進の観点から実施する「薬剤の選択。使用」は、医師と看護師だけで

対応するのではなく、薬剤師が業務を分担して連携・lli完することにより、忠者の状況に的開:に

対応した安全かつ有効な医療を提供できることから、日本薬剤劇i会 としても手蘭極的に協力してい

きたいと考えている。

また、地域における業務の分担に関しても、医療機開内と同様の「チーム医療Jの提Jtが 求め

られている。在宅療養を必要とする聾者に対して適切な医療を提Jにするためには、診療所 (医

師):訪問看護ステーション (看縦師)。 薬局 (薬剤師)。 歯科診療所 (世科医師)等の医療lll述

職和が一堂に会して、その患者のための治療1「 画のプロトコールを作成することが不可欠である

と考える。薬物治療においては、こうしたプロトコールに基づき、たとえば反復使lll可能な処方
せんの活用も視野に入れるなど(看護職等との業務分担を区lる ことも有効である。

そのための手順としては、

①当該地域で使用する標1菫的な医薬品を定めた地域処方集 (地域 Formulary)の 作成

②地域特性 (医療スタッフ数や施設等の医療提供体制インフラ等)を踏まえた、標4L的な治
療手順・連携手順を定めた地域治療ガイドライン (仮称。あるいはマニュアル)の作成

等が挙げられ、こうした手1順 書の作成と、それに従つた業務分担が不可欠であると考える (別

添イメージ図参Л照)。

厚生労働省医政局看霞課看護サービス推進室 :team―nsOmhl性 go.jl
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【回答の提出および問い合わせ先】



団体名 社団法人 日本放射線技師会

Ql 看護業務実lLk調 査の結果で、今後、看護n市が実施可fた と回答のあつた業務・行為

について、どのようにお考えですか。

看i隻 業務実態調査結果での業務・行為の実llLに ついては、概la反対する」!山 はなく、

日本放射線技

“

F会 としては協力できるところはfll極 的に協力していきたいと考えてい

う。しかし、他lliltFlrlが lrlっ てぃる業務で専|‖ ,1■ の高いものまで、看護師がfll極 的に関与

することが果たしてチーム医療|“進という観点から望ましいかといえば、疑|‖lが 残ると

ころである。たとえば、各,1検査の結以tの評価では、この行為を実施するために、看護

‖Fの 教育・研修で時‖」を害1かなくても、すでに本年 4月 30日 のli長通知で、診療171ttl

線技川iが n」
~像

診断等に関する業務の専門家として、“医療スタッフのんlJll・ 連り

`に

よる

チーム医療のイ化進"において “説影の‖il1/J"“放射線検碑 卜にlllす る説り1・ イ‖談"に柑極

的に|■l与することが望まれると指示を受けたところであり、これら専|‖J職に(■せられる

ところは1'|"]jlllに 任せ、または|れ lrlllし 、その教育に割く‖キrり を他の業務・行為の教育・

り「修にllt・ やしたほうがより実践的な体‖‖が取れるものと考える。

アンケー ト結果から、看1雙 川1の Fll答 で、現イE看護田iが行つている業務でパーセントの

低いものは、今後においても11い liと はなつていないものも多く見られる。そのほとん

どが、他職11の専|"11」 iの 高いものである。一方医師側の回答では、今後への期待が
‐
lLみ

取れる。しかし、医‖「の希.ulは必ずしも、看護IWiで なければならないのではなく、他llll

frlの 選択肢がなかつ牛ための組i本ではなかったかと椎測すぅ。したがつて、本調査は医

療現場の現状を一欄:反 映したもので評価はできるが(看護出1の業務・行為の拡大として

実施するには、他lllltrTlと の連lチら・脇働がもつと議論される之、要があると思われる。

Q2 看設業務実態調査の結果で、現在看護‖Fが行つている業務・行為のうち、看穫mi

以外のlll前 による実施が適当との回答があった業務・行為について、どのようにお考え

ですか。

基本的には、他lll14Jlと のコミュニケーションを密にし、思者さんのために最善の行動

を取るべきであり、協力し合えばよい。できれば、医療従Jr者 としてのライセンスをlr

つものは、ライセンス業務に存念できるllllt場 環境があることが望ましい。 したがって、

法的にll111の ない分リアに開しては協力し合つて対応を行う。

Q3 チーム医療の推進の観点から、医RT、 看護lTと 分担・連携することができる業務

(今後実施が可能と考えられる業務を含む)等について御記入くださiヽ。

我々診療放射線技1「 としての専門性・技術を発揮するために、放射線診旅に開わると

ころは相llJX的 に協lfylし ていくべきだと考える。具14x的 には本午 4月 30日 の局長通知に

あつた、“訪

"杉

の制)助 "“放射線検査等に関する説り]・ 相談"な どがあげられぅ。

また放射線診療領域でも法的・市り度的解釈上、診1/c放射線技師としてその11喘 を超え

ていうと‖1われる可能性のある業務は存在していて、医療の効率化のため実llLさ れてい
る可1ヒ 1生 は否定できない。それらを9J l査 によリリ]ら かにし、チーム医療推進として必要

な項目であれば、償lI的 にЛ支り入れていくべきではと考える。



回答様式

団体名  社国法人 日本理学療法士協会

(別添)

回 答 様 式

日l14x名   社団法人 日本臨床術生検査技‖「会

Ql 看護業務実態調査の結果 (別 紙 p.1～ 4)で 、今後、看護師が実施可能と回答があ

つた業務・行為について、どのようにお考えですか。

そもそも、特定の職種の業務調査のみでは、チーム医療推進に活用する基礎データとし

ては十分と言い難い。チーム医療を適切に推進 していくためには、基礎調査が信頼性と妥

当性のある研究デザインに基づいて実施されることはもちろん、対象を各医療専門職に拡

大 した調査が必要不可欠である。

上記 を前提として、設問 189、 190、 191に ついて、現状でもリハビリテーション医療と

してチーム医療は実行されている。医療保険におけるリハビリテーション料は脳血管リハ

ビリ、運動器リハビリ、呼吸器 リハビリ、lb大 血管リハビリ、がんリハビリと専門特化し

ており、各々の領域におけるリスク管理も多彩である。

これ らのことから、上記設間については、医師が行うものと考える。また、「包括指示」

を前提 とするのであれば、直接、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に包括指示を行う
べきと考える。

Q2 看護業務実態調査の結果 (別紙 p.5)で 、現在看護師が行つている業務・行為のう

ち、看護師以外の職種による実施が適当との回答があった業務・行為について、どのよ

うにお考えですか。

設間 5に ついては、「リハビリの送迎」という見方と、「歩行練習」という見方があり、

送迎であれば無料、歩行練習であれば有料ということになる。単なる送迎を理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士が実行することについては、治療が 20分 1単位、1日 21単位と

いう設定からすると実行不能と考える。

また、看護師以外の職種 (助手等)の導入は必要不可欠と考える。

Q3 チーム医療の推進の観点から、医師・看護師と分担・連携することができる業務 (今

後実施が可能と考えられる業務を含む。)等について御記入ください。

医師との分担・連携

1.補装具、生活支援用具の選定

2.理学療法士による理学療法マネジメン ト

3.様々な書類 (身体障害者手帳など)の記載

看護師との分担・連携

1 理学療法士、作業療法士の病棟配置による早期離床促進

2 転倒 `転落の防止           _

神l会長 小 7召 利光

Ql看言

“

業務実態調査の結果(別紙 p.1～4)で、今後、看護nTが 実施可能と回答があつ

た業務・行為について、どのようにお考えですか。

医行為と診療の補助行為と多分にオーバーラップしている。

看証師にとつて、医療現場で医師のlllに立ち、共に行う医行為が必要になることは理解できる。当然のこ

とながら、相応な教育を行い知識:研修を行うことは勿論のこと、他の国家資格を有する医療職種との間とも

nit域 が重なることも考えられることから、とりわけ「実施の決定」と「結果の評価」については各職域と十分に

協議のうえ慎重に進めていただきたいと考える。

Q2看護業務実態調査の結果 (別 ltt p 5)で 、現在看護nTが行つている業務・行為の うち、

看護師以外の馳種による実施が適当との回答があった業務・行為について、どのようにお

考えですか。                            、

臨床検査技師に関わる事項として、

「3採血」については採血管の種類、分量など目的並びに方法を熟知した臨床検査技師が行うことが望

ましいと考える。

「5検査やリハビリの送迎」については、患者の状iLRに よるが、患者1情報を知りえる病院スタッフであれば

必ずしも医師、看言1師でなくてもよいと考える。

「10説明」について、検査にかかわる説明であれば臨床検査技師が説明することが望ましいと考える。

その他の事項については、薬に関する事項であれば、その分野に最も知識を有する薬斉1師 が、また、特別な

知識や技術を必要としない行為であれば、特定の医療資格を有しないものであってもその実施をすEむ もので

はないと考える。

03チーム医療の推進の観点/Jaら 、医曲i・ 看護miと 分担・連りらすることができる業務 (今

後実lltが 可能と考えられる業務を含む。)等 について御記入ください。

当会並びに学会を通じ、臨床検査技師国家資格取得者を対象に、一定の糾りを設け認定制度を実施して

いる。この認定制度を取得した野床検査技師は、検査を行うことはもちろんのこと「検査実施の判断」と「検査

結果の評価」について理解できると考える。

さらに、設間中に感染症、微生物、真菌症検査の「実施」、「決定」、「評価」と項目が挙げられているが、こ

れらも単に POCT(Pdnt Of care tesung)に よるものから高度の知識と専門的技術を有する範時のものまで合

まれていること特記したい。換言すればそれ相応の教育と研修を受けたものが行うべきであろう。

【回答の17t出 および‖‖い合わせ先】

″,生労llll省 医政FjttF“ 1果看計1サービス奸「illイiteanl・ns◎ nhlw go jp

【回答の提出および問い合わせ先】

厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室 :team― nsmhlw gO」 p



看護業務実態調査に関するアンケー ト調査に対す る回答

団体名 日本臨床工学技士会

Ql 看護常務実fL馴査の結果 lFJ卿モっ1～4)で、今後、看護 n「 が実施可能と回答があった

業務・行為について、どのようにお考えですかぃ

看護業務実態調査結果における業務・行為の実施については、「当該行為の決定」、「当

該行為の実施」、「当該行為の評lll」 の3点 に対しての回答が得られているが、各Ill目

の傾向として「当該行為の決定」はポイントが高く、「当1%子為の実施」、「当該行為の

評価」は低いことは、行為の専P]性 が高いものは他の専Plllllに 委ねたいとの結果であ

ると考えられる。 日本 ll床 工学技士会としては協力できることは柑414的 に協力してい

きたいと考えている。 しかし他のlllLTTlが 担い専門性の高い業務まで看11師 がIlllll的 に

μl与することがチニム医療推進の御l点 から考えると疑‖jが残るところであると思われ

る。

たとえば、検査の項ではIll脈 ラインからの採巾し、治lyt効果|」 定のための検体検査の

実施の決定、治療効果判定のための1資体1資 査の言'F価、表在山L管や下肢山11キ 超音波、ACT
のあり定実力しの決定と結果の評価、JJJ脈 山Lガ ス分析、各inフ ィジヵル検査及びモニター

等は生Fn‖Ll r管
:1‖

装置の操作の一falと して晰i床 工学技士が行っていることである。ま

た、呼吸器の項では人工呼吸器の排作及び l ll辺 業務として行っていることが多く処

に1・ 創傷処催1の項では一‖キ的ペースメーカの操作・11理 、PCPS lγ相i助 15環装置の操作

1lJ!等他項においても臨床工学技士が既に1■ っている部分や1旦 うことが可1ヒ な枷;分が

多く見られる。イヤに生命維持管lll!装 置や医療機器については、日F床 工学技士は専Pり 教

育を受けたlllTlrで ぁり看護miの 教育 。初F修に時‖〕を専PЧⅢに任 LIら れる部分は、協lJJl

し、その教育に11く
ll l lを

他の業務・行為の教育・祠F修 に費やしたほうがより実践的

な体‖‖がとれるものと思われる
`

アンケー トJll査 は、医師と看11師 の選択lluxし かなく必ずしも看11師 が行うことが良

いものではなく他の専|●Jllllの 選択肢があれば、他皿が適切と思われる回答が包含され

ていることが推察される。したがって、看1隻 師の業務や行為の拡大として考えるため

には、他皿rfrlと の連りしや |ん lJllが 議論される必要があると思われる。

さらに本調査においては、今後についてめ・・ Lllが あり‖‖度として看護nTの 業務拡大

が議論さ,■ている。またJE加 教育が行われ初めているI」l状であるが、評‖

"・

半りWi答 の

実施行為を実際に行えるためには多くの実践と経験が必要であり学校教育ばかりでは

なく/r後 の教育体制も含め検討する必要があると考える。

02 看護業見実FLE調査の結果 (別紙 p5)で、現在看護師が行つている業務・行為の内、

看毅師以外の肌nTlに よる実施が適当との回答があつた業務・行為について、どのよう

にお考えですか。

才L本的に他‖セ種との|ん lJllで業務を行えぅりi境がよいと思われる。各職種の■ll性 を十

分に発揮出来る環境を1壼 える必要性があると考える。

Q3 チーム医療のり

“

進の組′点から、医l・31:_看護Шlと 全担ill出することが出来る業務 (今後
実施が可能 と考えられる業務を含む。)節 についてご斎!入下さい_

ll床 工学技士は、特に治療部 ‖」での業務が多く、看1螢 miと の業務が重複する内容も

多いが、治療の夕:や安全

“

イ果などを考慮した合月L的 な業務分担が必要となる。前記Ql
回答で一部示し、たように医‖F・ 看護1「 と協/JJlで きる詢

`分
が多くぁりflll極 的に協ffJlナベ

きであると考える。本年 10月 10日 に関辿学会によりれヽ成されるい

`I床

工学合Fl委 ユt会

により策定された臨床工学技士基本業務指タトが公表されこれを受け昭和 63年 9月 1

4日 付け医1「 第 57引 /生省健月〔政策l tJ医 Jfl果長通知の別添として提示されていた
「晰F床工学lx士業務指針」が廃止された。しかし法的・111■ 的角

“

型く上、卜11床 工学技士

としての可1ヒ な行為についての範略を今後11査 等によりり]ら かにしチーム医療‖[進 に

必要な行為は積極的に取り入れていくべきであると考える。

医川i不足ばかりではなく看1l ll不足も‖1題 となっており1医療」JL場で疲タトする医ll・ 看

1lmiは、決して少なくないこれらのrJL状 を鑑みると看1l lll業 務を拡夫することll益 々

疲タトを171カ‖することが予力Uされチーム医療イfF進の

“

ι点からはIPlll17tあ 柑他的活lllを 行

うことが必要と考える。



「医療スタ

厚生労働省医政局長通知 (医政発 0430第 1号 )

ッフの協働J連携によるチーム医療の推進について」

日本病院薬剤師会による解釈と具体例

(Ver.1 1)

平成 22年 10月 29日

社団法人 日本病院薬剤師会

:.は じめに

医療の急激なill展 に伴い、それぞれ高い専門性をもつ医療従11者 が協fJnして恩者中心の医療を実践

するチーム医療を‖i進することのf[要性がJ」lく 認 Ttさ れるようになった。このような状況を背ナtに 、

μI生労lJJl省 に設riさ れた「チーム医療推iLに関する検討会」の判l告 甲卜(平成 22`「 3月 19日 )を船ま

えて、平成 22年 4月 30日 l・lの lP生労IJJl省医政局長通力1「 医療スタッフの協l」JJ・ 述うちによるチームに

療の推iLlについて」がヴ
`出

された。

最近の医療は大きく変わりつつあるが、「多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前1足 と

し、目的と情報を共有し、業務を分担するとともに、互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に

対応した医療を提供する「チーム医療」」 (医 政局長通力1、 商i文)と 位ド1づ けられる|え 療スタンフの

十分なコミュニケーションを11提 とするチーム医療に薬斉J llが 積極的に参画し、薬の中門家としてμ二

療に貢献することがIl要 である。下記の日本病院薬斉Jl ll会 (以下、日病薬)の 医政flJlti山 知に力|す る

カイ釈と共体lllにおいてもこのよう/A・ チーム医療の考えにltづいて実施することが大前1足 である。

迪知には、「医ヵヽのL7tの 向上及び医療安全の確保の観点から、チーム|だ 療において薬″Jの 中「PI家で

■る薬斉J師 が主体的に薬物療法に参力|することが非,rに 有益である」とり1記 さね′るととも|ご、共斉1山「

がllxり 劇lむ べき9'11日 の業務例について記11さ れている。

この通力|は 、厚生労lJll省 としてりι行法 (医 療法、医川irA、 薬斉1師 法やヽ)上で実施可能な薬イJ師 業務

を示したものであり、少なくともここに示された業務は今後の薬剤miの標41業務の中にはドlづ けら
'1′る。また、これら業務は、パ薬分業が進み、地域医丼ヽの,1要 1■ が詢iま っているJJt在 、lll院・診J(I,Fで

lfJlく 薬イlmiの みでなく、保険薬局でlJJlく 薬イJilに も共通であり、lL城 医療、とりわけrl宅 レ1簾におモリ

る薬斉りⅢiの役11は ますますfi要 になることはrlll実 である。

チーム医療の実施にあたつては、各医療機関の業務に/L合った薬斉1.llの rLに 1が前提になるので、小

斉」mi数 の拡大は緊急の湖1題である。 日l Jl薬 としては業斉1劇 itt171員 の実現のために14大 限の努力をして

いるが、各医療機関においても従来の業務体制を兄祀1し、17111〔 に薬斉1川iを できるだけ多く,I"Lさ せる

など、チーム医ヵヽ実りLのための努力をlli力 行うことを_1411す る。

今回の医j皮局長通力1に 記11さ れた業務仰1に ついては、Jlh象 的表記が多いので、日‖業務において共

体化するために、 日J jl薬 としての1年駅と具体例を1ラt討 した。

以下に示す 【カィ釈】と 【具体例】は、これらの検討を略まえた日llJi薬 としての兄カイと方針である。

各1医 療機関の薬斉1部 11]で は、これを参考にして、各医本機関に適したチーム医療に1収 りmtみ、意者を

中心とした薬斉ll ll業務のさらなる展りHを ,1く ,朝待する。

I.通 知に記載された業務例の解釈と具体例

1)薬剤師を積極的に活用することが可能な業務

1



業務fFl―①

薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師 '薬剤師等に
より事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働
して実施すること。

【解釈】

様々な疾患の築物療法の基本方針が医師、薬斉1師や看言1師などの医療チームのメシバー間そ検討・

合意され、包括的なプロトコール (レ ジメン、治療計画)あ るいは個々の患者に対するプロトコール

を作成する。このような場合には、そのプロト●―ルに従つて、最適な投与量の設定、重篤な副作用

を未然に防止するために、適切な脇床検査や菓物血中濃度測定をオーダし、その結果について解析・

評価を行い、エビデンスに基づいた薬物療法を実施する。さらに、必要に応じて最適な処方 (薬 剤の

種類、投与量、投与方法、投与期間等)に遅滞なく変更するとともに、速やかにチームのメンバーと

カンファレンス、電話、カルテヘの記載などにより十分なコミュニケーションをとる。

なお、プロトコールは、争学会の治療ガイドラインを参考にして作成することが望ましい。また、

プロトコールには処方内容の変更、検査や薬物血中濃度槻J定 のオーダなどの薬剤師が実施する業務内

容とその範囲を明確|こ することが望ましい。                     .

【具体例】

1が ん化学療法における11作 用対策は、治服の有効lJiを 高め、安全1■ をrli‖tす る上において極めて1[

要である。チームのメンバーは、忠者のがん化学療法の方夕|を 決定する際に、lllttlll対 策について

も基本方11を 決定する。投与り‖7/1・・後に、lllえ ば、強いlFl吐などの副作用が起こった場合には、薬斉リ

iliが 、11吐薬の
'自

加、変更を行えることも』L本 方針にり]記する。患者の制作用の発FJtl犬 r7tと それに

伴う111止 薬を迫川|、 変Ttし た場合には、その内容について、速やかに医師をltじ めチームのメンパ

ーに伝l■する。

2慢性T¥腋 J7iで ‖Llキ透析を行っている心者のミネラル岱拗1共 ‖ (CKD―Ⅲ〕D)の 管l■ にっいて、医miと 薬

剤師等が /JjlJllし て小者に適した透llr管
:J!プ ロトコールを作成する。また、薬斉J師 は定J切 的に行われ

るntllktt rTの データを仙認し、プロトコールに従って薬斉」のllh減 や追加の1貪査オーダを行う。追加、

変更した処方内容や1資 査内容については、速やかに|ス illを はじめチームのメンバーに伝達する。

3 mL栓予防の必要/1・ 芯者に夫lして、ワルファリンの標4質的1受 与プロトコールを医miと 薬斉J師等/11作 成

する。ワルファリン投与Jlけ 1llllx凝 ILI因 子lll生 に必要なビタミン Kを 再J二するビタミンКリイクル

の主要な円ケ素である Vitanii K Oxide Reductase(VKOR)、 ワルファリンの主要な代前1雨子素の一つであ

る CYP2C19な どの遺伝子多型やlJl l l薬 などの影響が大きいことが知られている。仙々の忠者のこれ

ら酵素の遺伝子多型チェックと血液凝固能の検査オーダを行う。それらの結果や患者所見等を踏ま

え、プロトコールに基づいて投与ll、 投与時期等の変更を薬剤師が行うことができる。検査結果や

処方変更をした内容は、速やかに医師をはじめチームのメンバーに伝辻する。

4精 |卜 希「薬物療法における脚l作用対策は、治療の有斎性を高めるだけでなく、心者のアドヒアランス

向上において打:めて11要である。医師と薬斉りr211iが 協lJJJし てプロトコールを作成し、服薬の訂1統 を図

るために、副作用の利:認や飲み心地ll ll(DAI-10)等 も実施し、それらの結果や忠者所兄等を

“

まヽえ、

投与量、投与方法、投与り切間、剤形等の変更を薬剤 lllが 行う。検査結果や処方変更をした内容は、

速やかに1医 師をはじめチームのメンバーに伝達する。

業務例―②

薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等にういて、医師に対し、積1重 的に処方を提案するこ
と。

【解釈】

患者状況 (疾患名、腎および肝機能、臨床検査値、バイタルサイン、自他覚症状、築物血中濃度、

アドヒアランス等)や他施設で処方された菜斉Jな どを薬剤師がアセスメントして、栞物療法全体 (薬

剤選択、投与量、投与方法、投与期間など)に ついて判断し、最適な処方提案を積極的に行う。

【具体llll

lがん化学1/11法 において典斉1""が 小者のlll作 り〕/Jl状をモニターし、1,1吐 、好中球減少t夕111、 出111、

手足lt候 1‖ t発疹、使秘、国内炎、lLll炎 竿の多様なハリ作月」を早

'切

に発見するよう努め、神l作川改

善のための支持瞭法のための‖1吐薬、C― CS「 りu斉1、 軟膏、咳 lA薬 |卜のlYd切 な処方を1り産案する。

2思者の般、略リノ〔、尿牛からのT11■ ‖i検 出状況、起炎i埼 のll定、1に 斉1感受性のll認、院内における抗

171ttlt用 状凛 (1/LIFl業 のltJ13共 lLE 使月」ル」限、採用薬の言11‖ 、lll性 メiの 出JJt状 況今〉)を チェックし、

適切かつll性山の発生を防ぐ抗苗薬の過択、投与tlヽや投与りJ‖ 等の処方を提案する。

3感染症治療に月]い られる抗山薬について、感染症別の標4:的投与プロトコールを、院内の感染文l策

委員会あるいは医‖F・ 薬斉り師が作成する。薬剤師は、抗菌業の効果・神1作用についてモニターして、

業斉りの11中 濃度、ll i覧 や〕
`斉

JttIに など必要なりt査 をオーダする。さらに、11々 の心者の TD‖ (PK/PD

パラメータの算出)の 1ィ 析、体内 l1/1態等のコ:ビデンスに基弓いて、使用薬斉1や投与htの変l〔 、ツト功|

斉1か ら経口斉Jへの変更‖寺,切 について提案する。

4医師、検査部と協lJllで、御l山 1貪査のグラム染o結果を基に(起因菌を想定し初り刷抗山薬を選択する。
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さらに、細菌培養検査による起因苗を分・llLし て、感受性を基に抗菌薬の有効性を検討する。

5喘′息.治療において使用される吸入斉Jは、製品によって吸入方法が井:な り、正しく吸入できないと効

果が不十分になることがある。11前 に医師と1/Jj議 した治療プログラムに基づき、患右の吸入手技を

指導・評価する。また、呼気流速のお‖定結果から、使用しているドライパウダー吸入製斉1等 の使用

が妥当かどうか判定を行い、必要に応じ薬斉Jの 変更を1/L案 する。

6統合失i凋症における薬物瞭法においては、抗lli和 !病薬の多斉J大 Jll療法が‖lLL化 しており、錐体外路

症状、高プロラクチン11症、l■秘の発現、あるいは過りヽ11な ど重い副作用が多数起こつている。こ

れ ら多′」大JIt療 法の行われている患者に対して、多斉1大 ll療法に
yrNっ

た経組をlL佑:し、心者の症状

および仲l作川、認如機 能などの川ill「 を行い、薬イ1の |卜争L化 を目J旨 して、薬イ1数のllt少 およびll111に

向けて処方変更を1是案する。

7.llrr流 治療では、 llrflrTの 状lLLを チェックして、タトリΠ薬斉lfrl灯 1の選llt、 塗布よtの 変更、1」 riの 移Jlyjも 考

慮に入れた投与方法 (1寺 に大きな俯JFtに は、fl而iの
ll定 を行った上で外月]斉Jの n41を 行うこと)、

治癒状lLLか ら投 lJ jり ‖‖を変更するなどの処方を1,1案 する。

3 1CU(■ 中治

'I■

)に 薬剤mi/J・ ‖巧lし 、心 /1の状態を1じ拓1し た上で [山
'と

協lJJlして小者の身体所/nL、

臨床検査イrl、 画像牛をモニターし、使用薬斉り、点lll速 度、点満ルー ト、注rll斉1の 配合変化、投与」1

の力‖鯖i等 の処方を提案する。

9薬斉1‖

"は

、緩和ケア病1来 で、思者のヵ市みやll作 ,1」 の程l■ を観察し、急に」」1い力Iみ が生じた芯者に対

する臨‖1迫力ll投 ly(レスキュー ドーズ)、 1刊 作Л」などにより疼茄コントロールがうまくいかなくな

うた場合の他のオピオイ ド

"ヽ

力I斉1への変更 (オ ピオイ ドローテーシヨン)、 叫「1気 、llt“ 、llt気 、せ

ん妄等沖1作川りt状をll.X減 するための処方を1り[案する。

10.居 宅現1養 lil」 ll指 導、訪 1円業斉111理 指導などで薬斉lmiが 患者の居宅を訪問した際、プロトコールに慕

づいて、薬斉Jの効果・
「 り作用のチェック、想者状態のモニタリングなどをlJl染 して、医lllに辿締の

上、llll薬 継続が可能な剤 ,形 の選択、投与時間、投与」1の減ll,中 止等の変更を行 うとともに、IZtti、

看設miと 緊密なl■rうちをとる。

業務例―③

薬物治療を受けている患者 (在 宅の患者を含む)に対し、薬学的管理 (患 者の目l作用の状況の把
握、服薬指導等)を行うこと。

【解釈】

入院中の患者だけではなく、外来患者、在宅患者、介護老人保撻施設、介護老人福祉施設などの施

設入所者など全ての薬物療法を受けている患者に対して、薬剤師は適切な築物治療と思者の副作用の

早期発見と防止のための楽学的管理を行う。患者との面談、フィジカルアセスメン ト[血圧、脈拍、体

温、呼吸数、意識レベルなどのパイタルサイン (基本的生命徴候)の確認に加えて、打診、聴診、心

電図解読などの評価]、 カルテの確認、回診・カンファレンスヘの参加等を通 じて患者の状態を把握し

た上で、服楽している薬剤の薬学的管理指導 (処方された薬剤の投与量、投与方法、投与速度、重複

投与、相互作用や食品との相互作用、配合変化、配合禁忌等に関する確認、患者の状態観察、効果、

副作用等の状況把握、服薬指導等)を行い、薬剤の効果や日J作用の発現などについてチニムのメンバ

ーと十分に情報・意見交換して、個々の患者に最適な処方を提案する。

【具体17/1】

1手
`卜

′の際に出ll lを 最小限に抑えるため、Jll′夜を|口 まりにくくするアスピリン、チクロピジン、フル

ファリン等σヽ薬斉JI「 L手術前に体薬 しなくてlkな らないが、これらの医薬 !ヽ は、2,要 な体薬り切1川 がそ

れ′ぞれ共 /1・ る。薬斉1師 |,1、 手術のllL棋 に応じて手術前に中耐:すべき暮剤について、手術日社に,「 せ

た体薬スケジュールを作成してチームメンバーと1/J7議 する。さらに心者にlll出 (lF導 を行い、行inlか

らの|‖ llや再l■ 来のリスクをコン トロールする。

2居宅lyt養 11lnl旨 導、 1/J‖り薬斉J管

'晰
導を行っている想者のJ711Lkお よびlll薬 1犬 況を把括1し 、レil lゃ 看

護師、介護者、家族やヽとt,辿りらして、1医 薬ITIに よる脚lttl lの 発rJL状 況や、食コi・ 排泄・ルF眠 ・l■「ul

等の機能への影響、合lll症 を

'「

発する可能ll iな どについて判l続 して経過観察する。ADL(‖ ‖生lr」 Jl

作)、 代ml・ 排泄・暉

"下

午卜のlll下 があれば、lllt因 となるJ〔斉Jを 検討 し、投与itの 変更を1こ案する。

また、適切な医薬岬:や llN薬 ‖i助 具等の使lllを 1/L案 し、業物

"卜

法をittI化 し、小者の QO向 11に 努め

3,量 暁‖llL導 を行 う際に、薬斉J師は、lllttЛ ]の lrj,切 症状と症状が出FJlし たときの対応、緊急に1垣 11(機

y・lを 受診する必要があるのはどんな時かなどを″Lり ]し 、思者自らも

“

J作用を巨l避 できるようJF尊す

る。また、入院中の薬物療法、ハリ作用状況等を,■院‖キリ‐マ リーに記載し、退院後の在宅瞭IYtを 支援

する関係者 (かかりつけ医、ケアマネジャー、 1/J‖り看護r171、 保険薬斉Jmi、 心者の家族等)と 1メ |‖ 1を

共有する。

1.17虜 や経昴経常栄養を実施 している心者が逃院する場合には、医薬 :ヤ1の通過イJ:や rL合 変化 llJ IL竿 に

かかるll‖ 1を 思者、家族、在宅|[療担当者 (かかりつけ医、ケアマネジャー、1方 rl看 it山 ,、 保険薬

斉J師等)と 共有することにより、チュープレ12を |ユl避する必要がある。これらについて、栄Jtリ ポ

ー トチーム等が選院時サマリーを作成 し、,ユ院後の在宅医療の担当者に対してll卜面で ll‖ 11足 供を行



う。また、褥癒治療においては、微量元素の技取などによる栄養改善や褥塘のステージ・創面の湿

潤度に応 じた治療薬の選択の必要について情報を提供して治療期間を短縮する努力をする。

業務例―④

薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うと
ともに、医師に対し、必要に応して薬剤の変更等を提案すること。

【解釈】

薬剤師、特に病棟栗剤師は、薬物療法を行つている患者について、薬物血中濃度モニタリング

(TD‖ )やバィタルサインの確認、さらに必要に応じてフィジカルアセスメント等により、日J作用や有

効 l■ を確認し、必要に応じて最適な薬剤とその投与量や投与時間を算出し、栗剤の変更等を含めた最

適な築物療法の処方を積極的に医療チームに提案する。

【具体例】

1抗 がん薬、抗菌薬、造影斉り、市L液 製斉り節の注射剤を投与する際、病棟薬″lmiは、投与前に患者の状

態を十分に把握し、投与中から投 lJ後 もベッドサイドをラウンドして、日、苦しさ、吐き気、JIJl悸 等

の自党症1人 の変化、意識の71tll、 くしゃみ等のアナフィラキシーショック症状を経過llll察 し、必要

に応じて薬斉1投 与を中止し、医山
"へ

の1■維、緊急力1応薬を提案するなど迅,■ 4r丼 1応 を行う。

2 Hl慣性川i炎等の発rJLttl■ の高い薬斉1(特に分子標的薬ゲフィチニブ等の抗感性皿り

"薬
等)を 投与し

ている心者に対して、空咳、息切れ、発熱、呼吸困難神の自党症状のfli認 、1りよ診による稔髪音等フ

ィジカルアセスメント、‖‖質性ルF炎等の111清 マーカーである CRP、 L〕 |、 KL-6な ど油t液検査イ]14ドを組

過観察し、問質性‖ド炎の早メ切発兄に努め、1山 切な対応をFrL梁する。

3向‖や
"某

について、薬剤″Fは それぞれの薬斉りの効果・層J作用について肩lrlFし、プロトコールに定め

たタイミングで忠者に必要な検riを オーダし、その検11結果を言1:価 するとともに、投■711の再設計ト

をイテつて1医 師に提案する。特に、非定型1/Lわり利:Jill薬 ではJlll液疾小ゃ内分泌疾小等の昴JttЛ]を モニタ

ーし、体1[や■1精イil年 については、投 ll前からのチェックに基づき、薬斉1変 更等も含めて医lllに 適

切な処方をlrLL案 する。

4抗 111神病共投与に伴う針「体外路症状について、薬原17:“1体タト略症状評rll尺 度 (DIEPss)を 用いて評

価し、必要に応じて投 LJ Jlの減量・中止あるいは共斉1の 変更節の処方変更をlJL案する。,「せて、不

適りな服薬中lJlか どによりFll体 外路J‐ 状が引き起こさオ1′ なぃよう思者に説りJし 、忠者がl・i瞭 を出I統

しやすいよう剤形やり1]法等も含めて医lHllに 提案する」

5腎機能が低下していぅ患者では、薬物の腎臓からの排泄の遅れや、排泄しにくくなることにより薬

物が体内に蓄積して中毒作用を引き起しやすくなるので、薬剤師が継続して TDMを 実施して、その

結果を角r析 し、適切な投与量を医師に提案する。

6治療安全域の狭い某斉Jを lll用 している悲者については、相互作用による薬斉」の血中濃lIの変化も考

慮し、Tり fヽのデータを基にlll作用の発現状況 (バイタルサインや皮膚のチェックによる)や lJ効性の

rlli認 を行うとともに、医師に対して、1貪査オーダ、薬斉1ゃ共力11■の変更等をlt案するЪ

7ワ ルファリンなどを,恨 用している心者にういては、相互作用による薬斉1の血中濃度上昇やll l″ あ々〔田

能を示す PT―INRの 延長なども考慮し、血中濃度測定ゃ凝田系検イドの実施を医師へ提案する:ま た、

小者への説明や直接lljl察、検査データを利t組的にモニターし、伸1作用の早,切発兄に努める。

業務例―⑤

薬物治療の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案する
こと。

【解釈】                         :
症状が安定している患者|ミついては、事前の医師と,合意に基づき、副作用症状の有無、臨床検査

1直 等の患者情報を記録した薬歴等を確認し、問題がない場合にはこれまでの処方を継続するよう医師

に提案する。患者状態に問題を見つけた場合にはその問題点を医師に連絡して、処方薬の剤形変更

(散剤・錠斉J)、 一包化調剤、投与日数の調整等を提案する。

業務lFl―⑥

外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォーム ドコンセントを実施する
とともに、薬学的管理を行うこと。

【解釈】

がん治療にぉいて、外来化学療法が急激に増加しており、化学療法稟斉」の様々な組み合わせによる

多くのレジメンが提案され、治療に用いられている。また、多様な作用機構を持つ分子標的菜や抗体

薬が開発され、多くのレジメンで使用されている。患者中心のチーム医療において、■分に医療従事

者と患者、家族の間でコミュニケーションが取れていることが治療の成功のために重要であり、薬剤

師に対する期待も大きい。外来化学療本の成功には、副作用のコン トロール、重篤化の防止が重要で

ある。

外来化学療法を受ける患者に対して、医師による治療方針等の説明後に、薬剤師が抗がん菜による

治療スケジュール、有効性、副作用等を詳細に説明し、副作用の軽減のための対応方法と発現の記録



に基づいてインフォーム ドコンセントを実施する。また、抗がん剤を投与している間に患者状況をラ

ウンドして患者状況を掌握し、抗がん薬投与で出現する遅延性副作用を含む副作用の把握、それらに

対応する適切な支持療法の提案、患者の相談に応じるなど、患者の苦痛や不安を軽減するための対策

をイテう。

【具体例〕

1.が ん化学療法に川いる薬斉Jや分子標的薬の作用、日」作用、副作用の対策牛についてパンフレット等

を用いて平易な言葉で忠者にilJt明 し、薬物療法について十分に理1ィ して治療に積1711的 に参加できる

ように支援する。

2外来化学療法室に薬剤師が‖駐する体‖Jをつくり、がん化:デ :,1て 法による高J作用l■状をチェックし、

副作川]の 1雌減あるいは回巡のための処力を提案J― る。

業務例―⑦

入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服菓計画を提案する等、当該患者に対す
る薬学的管理を行うこと。

【解釈】

患者は複数の医療機関を受診していることが多く、複数の類似菜や相互作用あるいは併用禁忌の薬

剤や食品 (特定保使用食品を含む)を摂取していることが多い。薬剤師は、入院患者の持参薬の鑑別、

保管管理、代替薬の提案を行うとともに、処方薬との相互作用や重複投与、併用禁忌等の回避に努め

なければならない。入院中の適正な薬剤の選択と手術・検査の日程に合わせた処方提案を行い、さら

に、患者に対してそれら医薬品投与に関連した薬学的管理を行う。

【Jt体例〕

1入 1完予約時にl・ F参薬管Jllセ ンター等で順Д」中の共斉1や INF定 保健用食押1な どを入れる共袋を患者に手

lllし 、入院する際に患者と面談し、llRlll薬 斉り、服用方法および川口用11を rll認 する。また、fじ子カル

テ上に持参薬 l lttFlと ‖]題 点を入力し、入院中の処方1た案をする。

2忠者状況、ltF参 薬情報と‖]題 点 (コ ンプライアンス、村171作用、重複、手術・検査に影型け る薬剤、

禁忌等の薬学的考察)を 検 l・lして、1医 ri"に 朴わり‖ユ薬指示デトの作成を行い、1医 師にllL案 する。

業務例―③

定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して訓剤すること。

【解釈】

比較的症状が安定しており、長期投与を受けている患者の外来処方せんにっいては、例えば、定期

的 (― ヶ月毎)な患者の薬局への来訪、若しくは薬剤師の居宅等人の訪間により、長期処方を分割し

て調剤を行う。薬剤師は、その都度、患者の自党症状、バイタルサインの確認やフィジカルアセスメ

ント、さらに、家族からの情報収集等により、Ell作 用、治療効果などの評1面 を行い、治療の継続の妥

当性を判断するとともに、その状況等について、患者への説明を行う。さらに、必要に応じて処方医

への処方提案を行う。また、評価の結果、息者の状態に問題が生じていると判断した場合等には、処

方せんを発行した医師への受診勧奨を行うとともに、遅滞なく医師にも連絡する。

業務例―⑨

抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。

【解釈】

National instituto of Ooo口 pational Safety and Health(N10SH)か ら 2004年 に警告「医療環境に

おいて抗がん稟や他の危険な医薬品に医療従事者が被曝しないために」力く出されて以来、抗がん来の

無菌調製を安全に行い、医療従事者の安全を確保することが求められるようになつた。そのためには、

トレーニングを受けた菜剤師が、抗がん薬を取り扱う全ての医療機関で、全ての患者に対して閉鎖系

の飛散防止器具を用いて、安全キャビネットの中で無菌的に行うことが必要である。さらに、看護師
:

と協力して、調製 した抗がん薬剤の投与前のセッテング、投与ルー トの確保、投与速度の設定等を行

う。薬剤師による抗がん薬の無菌調製については、全国のがん化学療法を実施 している病院の81%
で実施されている (平 成 22年度「日病薬による病院菜剤部Plの現状調査」)。

2)薬剤に関する相談体制の整備

薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を行う場合におい
ても、医療安全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要とする場面が想定されること
から、薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談に応じることができる体制を整えることが
望まれる。

【解釈】

築剤師は、薬のプロフェッショナルとして医薬品と築物療法に責任を持つことが必要である。また、

近年、医薬品は分子標的菜などのように高度化・多様4ヒ し、その使用方法、対象患者、適応症などの

判断も難しくなつている。また、患者の状況に応じて、医師や亀護師から薬物療法に関する質問も多

様化かつ緊急化している。従つて、来剤師は多様な医薬品と適応疾患、病態、病理に精通しているべ

きである。薬剤師は、医療チームの一員として、患者の安全面、特に薬剤の有効性・安全性などに責

任を負うので、病棟に薬剤師が常駐して業務を行う体制を早急に構築するとともに、種々の疑商への



対応や適切な助言をするための医薬品情報部門を強化 :整備する必要力ぐある。

Ⅲ.お わ りに

今回発出された医政局長通知について、日病薬として薬斉J師 の立場から17釈 を行い、チーム医療の

中でどのように貢献すべきかについて、一部の具体例を交えながら記11した。言うまでもなく、これ

は現行法の解釈通知であり、その中でどこまでスキル ミックスが可能かについてのrlr釈 を示したもの

であり、現在、我々薬斉1師が目指している将来展望からすれば、不十分であることは否めない。 しか

しながら、薬斉lnT業務の飛r71に 向けてのワン・ステンプとして許rmiで きる。

まず、ここに記11さ れている業務を全ての医療機 lylで 実践する努力を行い、短,切 |‖]でチーム医療を

Лこ‖1的 に発展させ、さらに、法改正を伴 う次の31い峰に向か うことが求められる。各医lAi機 関固有の

‖〕題と目指す方向を十分に路まえつつ、
llIの

lllい チーム医療をlll築 すべきであると考える。

そのためには、各医療機 lJlの 薬斉1回iは 真 lltに 最大限の力を発川Iし て業務を見直し、病1)1に 薬斉1山

'を
配rlす る努力を行 うことを再度要 flす る。米国と比べても病床当たりの薬斉Jll l数 が圧わり的に少ない状

況であるので、薬斉J市Fの 医療における貢献を示 しつつ薬斉1師数の1‖力‖をレ|り たい。各 1医 療機IJlの 努力

を求めるとともに、 日病薬としても最大限の努力を行 う。薬ifり師が病初〔にいなければ、チーム医,て は

絵にll iい た″|に なることは自り1である。

また、チーム曖療に貢献するためには全国の共有lmiの 資質向上が必ぢ〔である。 6年十J教 1年 を行つま

でもなく、現在 7F rFllし てぃる一人一人薬斉1ル

“

の飛J711が 求められている。医,(人 としてコミュニケーシ

ョンカの性かな視りrの広い薬斉l tllと して、心者の立場で業務にllxり lllむ 共″lmiが求められているので

ある。また、各 1「 門薬イリ師および認定薬斉J口「はその牽引IIと して十分に力11を発‖〔することを要望す

る。

主として病院・診療所でlJJlく 薬方lmiに 焦点をあてて記11し たが、保険薬局のりけ J師 にも共通である

と考える。全国の共斉1師 が自己の11来への明るい展望をケ,つ とともに、病める人の大きな文えになる

医療人として、力を合わせ、rlFlllす ることを心から

'切

待する。

平 成 22年 11月 19日

社団法人 日本病院薬剤師会

日本病院薬剤師会パイロット調査

「薬剤師が行う薬剤業務および看護師が行う医行為の範囲に関する研究」

調査の概略

1.調査内容

厚生労働省チーム医療推進のための看護業務検討WGにおいて選定された行為のうち、「薬
斉りの選択・使用」など薬物治療。医薬品安全管理に係る項目について、看護師力Yテ う医行為
の範囲だけでなく、薬剤師が行う薬剤業務の範囲も合わせて試行日釧こ調査した。

2.調査対象及び調査方法

調査対象は、日病薬会員が所属する医療機関のうち、153施設を抽出しメールにて調査票
を 11月 7日 に送付し、11月 12日 を期限としエクセルにて回答する方法をとった。

(1)回答病院数及び回答率

回答病院数は 117施設であり、回答者数は、227件、回収率は742%で あった。

(2)単純集計の概要

施設区分別回答数

施設区分 回答施設数 回答率 (%) 回答者数 (人 ) 回答率 (0/o)

特定機能病院

特定機能病院以外の病院

合計 100 100

病床規模別回答数

病床規模区分 回答施設数 回答率 (%) 回答者数 (人 ) 回答平 (%)
20～ 99床 1 1

l∞～199床

200～ 299床 フ

300～ 399床 172
400～ 499床

5∞ 床以上 50 0

合計 109 100
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第一章 本調査の概要

1 調査目的

2010年 9月 、厚生労働省が設置する、テーム医療推進の■の看護業務検討ワーキン

ググループにおいて、「看護業務実態調査 結果概要 看護師が行う医行為の範囲に関

する研究 (速報)」
1)が厚労省研究班より提出された。ワーキンググループの委員から

はその調査結果を、「基礎データとして有益だ」とする意見がある―方、10%台 の回収

率では代表性を反映していないとする指摘や、調査の丁寧さについて他団体から不満の

声もあがるなど、評価は様々である2)。 他方、医療FII間 を平均的に抽出した日本医師会

(以下、日医)の調査結果3)で は、前出の調査とは異なる結果が示された。また、「―

般看護師が実施可能」とした回答が「特定看護師が実施可能」とする回答を上回つたこ

とから、「特定看護師 (仮称)を創設することは、一般の看言lIInt員 の業務の縮小につな

がる」と日医は提言した。特定σ職租を中:い に進む現在の協働・チーム医療の動向は、

その他の医療専門職種に関連する業務の実態調査が含まれていないために、今後のチー

ム医療が偏つた方向へ推進されるのではないか懸念される。従つてこの度我々、日本理

学療法士協会は、理学療法士に関する業務の実態調査を実施した。

2 調査内容

理学療法業務に関係すると考えられる項目「リハビリテーションの必要性の判断、依

頼」、「翠学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼」、「整形外科領域の補助具」につ

いて、「現在、看護師が実施しているか否か」、「11来 、一般の看護師が実施することが

可能と考えられるか否か」、「1■ 来、特定看護師 (仮称)制度が倉1設 された場合、特定看

護師 (仮称)が実施する事が可能と考えられるか否か」という内容の質問表を作成した。

3 調査対象

対象者は日本理学療法士協会会員が在籍する全国の医療施設、訪問看護ステーション

の理学療法部門の責任者とした。また、対象とした施設は以下のとおりである。

施設

施設区分 対象施設数

1 病院  (特定tll能病院を含む)

2 診療所  (有床・無床診療所)

3 訪問看護ステーション

合計 8580



4 調査方法

アンケー トの依頼文と、インターネット調査に回答する為のパスワー ドを掲載した普

類を封書にて送付。本会の会員データを用いて抽出された全ての医療施設、訪問看護ス

テーションを対象とした。受け取つた各施設の理学療法士対象者はWeb画 面上で回答を

入力した。実施期間は平成22年 10月 15日 から22日 、17時までとした。

第二章 調査結果

1_回答数・回収率

回答数は3902人 、回収率は 4550/Oで ぁった。

2 施設区分別回答数

本調査では、710/O以上の者が特定機能病院を含む病院に在籍していると回答した。

3 病期別回答分布

主に維持期で勤務していると回答した者が最も多く、35%以上であった。

回答数 回答率 (%)
1 特定機能病院

2 特定機能病院以外の病院

3 有床

4.無床

5 訪問看護ステーション

6 不明

合計 3902

回答数 回答率 (0/o)

1 急性期中心

2.回復期中心

3 維持期中心

4 いずれともいえなし

合計 100 0



4 医療処置項目別回答 (現在)

現在、看設師が実施していると答えた割合は、「リハビリテーションの必要性の判断、

依頼」、「理学療法士・健康運動1旨 導士への運動指導依頼」、「整形外科領域の補助具」の

順に低かつた。また、看護師が実施していないと答えた割合は 830/0～ 97%以上と高い

率を示した。

5 医療処置項目別回答 (1■来)

11来において医師の実施を求めると回答した害J合が最も高かつた。

医療処置項目
看護師が

実施している

看護自市が

実施していない

リハビリテーション (哺下、呼吸、運動機能ア

ップ等)の必要性の判断、依頼
70/0) 3251 2%)

理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼 422(10.8%) 3480 (83.396)

整形外科領域の補助具の決定、注文 103(290/6) 3799(974%)

医師 看護師
特定看護師

(仮称)

リハビリテーション (哺下、呼吸、運動機ILア

ップ等)の必要性の判断、依頼

3694

(947%)

82

(210/0)

126

(32%)

理学療法士・健康運動指導士への運動指導依頼
3627

(930%)

113

(29%)

162

(42%)

整形外科領域の補助具の決定、注文
3813

(9770/.)

19

(05%)

70

(180/6)

第三章 調査間比較

1 調査概要

本調査、厚労省研究班調査および日本医師会の調査を比較した。各調査の方法は、サ

ンプリングと対象者が異なるものの、厚労省研究班調査で使用された項目・質問方法を
元に作成された。

特徴比較 :

厚労省研究班調査 日本医師会調査 本調査

回答者 医師・看護師 医師・看護師 理学療法士部門の

責任者

調査対象

施設区分

病院・診療所・訪問

看護ステーション

病院・診療所・訪間

看護ステーション

病院・診療所・訪問

看護ステーション

施設数 3274施 設 8580施設

施設外の

対象者

1578人 (専門・認定

看護師)

抽出法 便宜抽出法 便宣抽出法 本会会員名簿使用し

全数調査

期間
′

5週間 1週間

項目数 203項 目 203項 目 3項 目

方法 Webイ ンターネッ ト

調査

Webイ ンターネット

調査

回答数 8314人 9120人 3902人

回収率 9%(推計) 770% 45.50/0

2 医療処置項目別 翼学療法関連業務の実施  (現在)

厚労省研究班調査で「リハビリテーションの必要性の半1断、依頼」を看護師が実施し
ていると答えた看i隻師の割合は 3310/0、 医師の害1合 は 1650/0、 日医調査では看護師が
25.5%、 医師が 154%だ づた。本調査でも同じ質問に対して理学療法士の 16%が、看
護師が実施していると回答したことは医師の回答に類似している―方、看護師の回答と
は異なっていた。概して、3 4Fl種間で回答結果にばらつきがみられた。



理学鷹法士・饉農運動鮨導士への運動
1し諄依IA

饉形外科領りの補助長の決定、注文

リハビリテーション

“
『

R●H無 興■

"朧lLアツプつ の必要性の判断、依艤

・ 本会倒童(理学康法士)

■日本医師会鋼瞳CmD

“
日本医8雨会En査 (看腋8D

●厚労管研究噸   〈医師)

■厚労省研究班InIC讀師)

※上1己の医療処置を現在「看ll師が実施している」と答えた割合を比較

3.医療処置項目 理学療法関連業務の実施  (将来)

厚労省研究班調査の「リハビリテーションの必要性の判断、依頼」において、医師が

実施すべ音と答えた看饉師の割合は 15.4%、 医師の割合は219%、 日医調査では看餞

師が 38.0%、 医師が 46.596だ ったが、本調査の結果、94.7%の理学療法士は「医師が

実施すべき」と回答した。他の医療処置項目も同様、「医師が実施すべき」と答えた理

学療法士は90%以上だった。

理学康法士・健凛運釧旨導士への運
動躊 翻

菫形外科領uO補助晨の決定、

'1文

リハビリテーション

“
『

R颯 、動
機胸リブ等)の畑 0中断、依薇

・ 本会JIE(理学原法士)

■日相 師合3月瞳 (園0口 )

。日本E8昴会綱壼〈亀mm
■厚労省研究班調瞳(医師〉

■厚労省研究班側
=(看

饉師)

※上IEの 医療処置を将来「医師が実施すべき」と答えた割合を比較

第四章 まとめと提言

① 日医調査の回収■よりは低いものの、本調査では厚労省研究班調査よりもかなり高
い回収率 (45.50/6)を示した。これより、多くの理学療法士が今回の問題に興味を持つ
ていたことが1司われる。本調査は日本理学療法士協会の会員が在籍する全ての病院・訪
問看護ステーションにアンケートを配布して回答を得ている。日本理学療法士協会の組
織率 (30.7%)を鑑みると、本調査の回答結果は、国内の理学療法士全体を代表する意
見であるものとして一定の信頼性が認められる。

② 3項 目の全てにおいて将来、医師が実施すべきと9割以上の理学療法士が回答した
ことは〈医療の質やり不ク管理の必要性が原因であると考えられる。これは臨床現場で
リハビリテ=シ ョン職Inの実施する医行為が、専門性の高い医学的教育に基づいた知
識・技術であり、息者のうける医療の質の担保とリスク管理の観点より、医師の判断が
重要であることを示している。

③ 特定の職種の業務調査のみでは、チーム医療推進に活用する基礎データとして十分
とは言い難い。チーム医療を適切に推進していく為には、基礎訓査が信頼性と妥当性の

ある研究デザインに基づいて実施されることはもちろん:対象を各医療専門職へ拡大し
た調査が必要不可欠である。

参考資料

1) 前原正明 (2010).看 護業務実態調査 結果概要 看畿師が行う医行為の範囲に
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‐
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生ヤリアブレインニュニス

3) 日本医師会 (2010)。 日本医師会調査 「看護職員が行う医行為の範囲に関する
調査」 結果.



看護業務実態調査 (学会べの質問紙調査)

(平成 22年厚生労働科学特別研究事業)

I 調査概要                   1  1

1. 調査内容

0各学会の領域において作成されている看護師が医行為を実施する上での安全性の

基準 (ガイドラインやプロトコール)を調査する。

O上記のガイ ドラインやプロトコールに関連した研修の実施状況を調査する。

2. 調査対象

学会区分 対象学会数

医系学会 58学会

看護系学会 37学会

その他 16学会

合計 111学会

3. 調査時期 ,

平成22年 10月 ～11月

4. 調査方法

調査対象学会が質問事項に回答する質問紙調査

= 回答状況

1.回答数・回答率

2.提出ガイ ドライン ,プロトコール数

1)学会区分別ガイドライン・プロトコール数

2)看護師が行う医行為に関係すると考えられるガイドライン・プロトコール (別添¬)

3.医行為に関する研修会・講習会

1)学会区分別研修会・講習会

1研修会,講彗会だり:と

‐■菌善t■事基|′
‐

医系学会 8学会

看護系学会 8学会

その他 4学会

合計 20学会

2)看護師が行う医行為に関係すると考えられる研修会・講習会 (別 添2)

※手の結果は速報値により、今後変更の可能性があります。

学会区分
! 対象学会救 |口答学会数 ´

回答率

医系学会 58学会 46学会 79:31%

看震系学会 37学会 28学会 75:680/0

その他 16学会 11学会 68.75%

合計 111学会 85学会 76.5896

1ll弓:ギl「

・ 現在あるガイドライ

1多
=ジ

|‐ 1当 |)|
1爾I「l「|

医系学会 4学会 1

看護系学会 10学会

その他 5学会 11 2

合計 19学会



カテ
ゴリ 学会名 ガイ ドライン名称・プロトコール名称

看
護
系

日本腎不全看護学会

腎不全の治療選択
あなたはどの治療法を選びますか? 日本腎臓学会
CKD診療ガイ ド高血圧編 日本高血圧学会

CAPDナ ースカレッジ 基礎コーステキス ト
ベクネター 編

まじめよう!7ツ トケア 日本フットケア学会編
腎不全看護 第3版  日本腎不全看護学会

崚析看護必要度 日本腎不全看護学会

透析/看護診断データベース解説
日本腎不全看護学会

そ
の
他

日本褥癒学会

褥癒対策の指針

平成18年度 (2006年 度)診療報酬改定
褥療関連項目に関する指針

闘癒局所治療ガイドライン

在宅瘍痣予防・治療ガイドブック

嘔痣予防・管理ガイ ドライン

日本緩和医療学会 |(ん疼痛の稟物療法に関するガイドライン2010年 版

日本放射線腫瘍学会
菫隔放射線治療計画支援ガイ ドライン

放射線治療における医療事故防止のための安全管理体制の確立に向けて (提
言)

日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会

呼吸リバビリテーションマニュアルー患者教育の考え方と実践
呼吸リハビリテーションマニ三ァル=運動療法

贋食・哺下リハビリテーション 訓練法のまとめ

看護師が行う医行為に関係すると考えられるガイ ドライン・プロトコ=ル
*海外で作成されたものを翻訳し、各学会において使用されているものも含む。

カテ
ゴリ 学会名 ガイドライン名称・プロトコール名称

医

系

日本呼吸器学会 呼吸
"ヽ

ヒ・リテーションマニュアルー運動療法―

日本麻酔科学会 周術期管理テキス ト2010

日本救急医学会

病院前救護におけるメディカルコントロール

版急医療における終末期医療に関する提言

小傷初期診療ガイ ドライン

電話救急医療相談プロトコー

'レ炊急診療指針

3TAS2008日 本語版/」TASプロトタィプ

日本核医学会 核医学診療事故防止指針

看
護
系

日本創傷・オス トミー
失禁管理学会

pressure Uicer Prevention & Treatment Ouick Reference Guide

(NPUAP/EPUAP発刊分を日本褥癒学会と共同で翻訳)

日本母性看護学会 治児心拍数モニタリング集中トレーニング

日本糖尿病教育・看護学会

日本精尿病教育・看設学会編 糖尿病看醸 フットケア技術 第2‖[
糖尿病に強い看護師育成研修プログラム

日本糖尿病療養指導士認定機構編
日本糖尿病療養指導ガイドブック2010

日本糖尿病学会編 糖尿病治療ガイ ド2010

看
護
系

日本腎不全看護学会

2004年版 日本透析医学会
晨性血液透析患者における腎性貧血治療のガイドライン
200b年 版 日本透析医学会
慢性血液透析用バスキュラTア クセスの作製および修復に関するガイ ドライ
ン

2006年 版 日本透析医学会             ~~~
透析患者における二次性冨1甲 状腺機能充進症治療ガイドライン
ZUUU牢版  日不 透 桁 医 学 会

慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドライン

`υ

υO平 肛  目 不 透 研 医 字 芸

透析液水質基準と血液浄化器性能EI価基準

4υυU牛鳳  日不 透 研 医 字 芸

腹膜透析ガイドライン

医署血液透析管理マニュアル

置析施設における新型インフルエンザ対策ガイ ドライン

五和隆原における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニユアル (三
打版)

透桁医療機関における医薬品。医療機器
安全管理への対策マニュアル 平成19年度

置析医療事故防止のための標準的な透析操作マニュアル 厚生省厚生科学特別研
究事業 (平成12年度報告書)

腎移植後内科・小児科系合併症の診療ガイド2010
日本臨床腎移植学会

エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン 2009
日本腎臓学会

腎障害患者におけるガドリウム造影剤使用に関するガイドライン (改訂版)

2009日 本腎臓学会
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テ
リ

カ
ゴ 学会名 研修会・講習会の名称

技術修得に関
す る濱習また

は実習の有無

ライン、プrl

トコールとの
関係

学会認定との

関係

看
護
系

日本がん看護学

リンパ浮腫の予防に関する患者教育 指ヽ導に資
する看護師研修 (平 成20,21,22年度開催)

1 0

第24回 (平成21年度)日本がん看護学会開催時
におけるプログラム (がん化学療法看護国際教
育セミナー)

1 )ONS  Cuidelines:BringinE  Evidence

0 1

学会開催時プログラム (教育請演)

1)がん患者のこころの持ち方を支えるコツ
0 0

2)抗悪性腫瘍薬臨床試験における看護師の役害1 0 0

3)「外来がん化学療法看護の手引き」の作成と活用 0 1

字去開任時フログラム (教育セミナー )

1)分子標的治療薬に伴 う副作用のマネジメン
トにおける看護師の役割 ～皮膚症状を中心に

0 !

2)「 最新の大腸がん化学療法 と副作用対策について」 1

３
践

『がん患者における多職種チーム医療の実
～看護部と歯科の協働による口腔ケア～』

1

4)その人らしく生きるために ～看護の視点
からの痛みのアセスメント」

5)「家族性 1壁 瘍とがん遺伝看護」

6)『急性期病院緩和ケアチームの現状と今後
の展望 ～当院における経験より～』
7)「オピオイド治療のポイント～レスキュー
ドーズの達人になる～」

8)「進行 。再発非小細胞肺がんの新たな治療
戦略～血管新生阻害薬を組み入れた新規標準治
康の導入に向けて～」

第25回 (平 成22年度)日 本がん看護学会開催時
こおけるプログラム (教育講演)

1)最新の放射線治療と看護
2)がん医療における遺伝子検査の可能性―
オーダーメイ ド医療の時代を迎えつつある日本
の現状

0

3)1重 瘍内科医から見たがん医療の未来 0

4)米国がん看護 トピックス 0

5)HPVワ クチンの普及 0

学会開催時におけるプログラム (教 育セミ
ナー)

1)がんのオーダーメイ ド医療
0

2)外来化学療法中の症状マネジメント 0

3)Hand  Foot  Syndrome  Management 0

4)抗がん斉1の安全な取り扱い―労務者としての安全対策 0

5)緩和ケア特有のリスクマネジメントに対応する 0

6)がん患者におけるスキンケア・創傷ケア 0

7)非小細胞癌治療における皮膚障害に対する
チーム医療のかかわり

0

1)泌尿器領域における分子標的治療薬の副作用対策 0

9)がん疼痛治療関連 0

10)分子標的治療薬に関するテーム医療

看護師が行う医行為に関する研修会・講習会

テ
リ

カ
ゴ 学会名 研修会・講習会の名称

技術修得に関
する演習また
は実習の有無

(無 :0有 :1)

ライン.プロ
トコールとの

B」係

(無 :0有 :1)

学会認定との

関係

(無 :0右 :1)

医

系

日本皮膚科学会
事108回総会 皮膚科スペシャリティーナース講習会 0

第109回総会 皮膚科スペシャリティーナース講習会 0

日本アレルギー
学会

春季臨床大会 (コ メディカル向プログラム )

(看言1協会等との連携企画)
0

日本麻酔科学会 周術期セミナー 0 | 0

日本救急医学会

ISLSコ ース (日 本救急医学会では、一定の基
準を満たしたコースに対して「コース認定」を行つ
てしゞます )

1 1

」PILCフ ロ′ヽイダーコース/JPTECイ ンス トラク
ターコース (日 本救急医学会公認、運営は一般社
団法人」PTECl嘉 議会が行つています)

1 1

現在、」TASプ ロ トタイプに基づ くプロバィダー
コースがい くつかテス トコース として開催 され
ているが名称未決。 (日 本臨床救急医学会と日本
救急看護学会の公認コースとして2011年 から開催さ
れる予定、日本救急医学会は「CTAS2003日 本語版/
JTASプ ロトタィプ」の監修として参加している)

1 1

日本呼吸器学会 呼吸ケアカンファレンス 1 1 0

日本核医学会 核医学基礎セミナー :看護師コース 1 0

日本乳燿学会 看護セミナー 0

日本胸部外科学会 3学会合同呼吸療法認定士認定請習会 | 1

看
護
系

日本創傷・オス ト
ミー・失禁管理学
会

ブラッシュアップセミナー 0

日本看護管理学会 日本看11管理学会例会「チーム医療の推進と看EI管理」 0

日本母性看護学会 プラクティカルCTG判読スペシャリス ト1認定コース 1 1 1

日本精神保健看
讀学会

日本専門看護師協ll会 精神看IE分野スキルアップセミナー 0

日本精神保健看護学会ワニクショップ (精 神科
ケースマネジメント:精神療法、カウンセリング)

1

)AS臨床心理研究所 (精神療法訓練)と の連携
)AS臨床心理研究所 (精神療法訓練)と の連携

日本精神保健看護学会学術集会ワークショップ

日本腎不全看護
学会

教育セミナー (1日 間 X4時間 X9回 ) 1

基礎研修 (3日 間X6時間X3回 ) 0 1

実践指導者養成研修 (4時間X3日間連続) 0 1

トピックス研修 〈6時間 Xl日 間) 0 1

基礎教育セミナー (1.5時間 X3回 ) 0 | 1

日本助産学会
会陰縫合技術 (次年度から一本化し、日本助産
師会が実施)

1 0 0

罐尿病重症化予防 (フ ットケア)研修 1 1 1

日本糖尿病教育
・看護学会

糖尿病看護師育成研修の支援 (フ ットケアの研
修内容を含む)

1 1 1

スキルアップセミナー インスリンエラーに関する研修会 0 1 0

5



テ
リ

カ
ゴ 学会名 研修会・講習会の名称

技術修得に関
する演習また
は実習の有無

ト
ロ
の

ィ
プ

と
ロ
ン、刹
臨

即ア
巨

学会認定との

関係

そ
の
他

日本呼吸ケア・

リハビリテー
ション学会

東京呼吸ケア研究会

兵庫呼吸ケア研究会 1

宮城在宅呼吸管理研究会  など

日本褥癒学会

日本褥塘学会 北海道地方会 教育セミナー 1

日本褥癒学会 東北地方会 教育セミナー 1

日本褥痣学会 関東甲信越地方会 教育セミナー 1

日本褥痣学会 中部地方会 教育セミナー 1

日本褥塘学会 近畿地方会 教育セミナー 1

日本褥癒学会 中国 :四国地方会 教育セミナー 1

日本褥癒学会 九り11地方会 教育セミナー 1

弟U□ 目不冊塘字貸7in果 蜜
ドイツ式フットケアに学ぶ予防的アプローチの
重要性、臨床でのフットケアの実際

1

第9回 日本褥魔学会学術集会
外用薬・被覆材の使い方 0 1

第10回 日本褥盾学会学術集会
陰圧閉鎖療法を用いた創傷治療 1 0

第10回 日本格痣学会学術集会
褥瘤病態の多角的解析 0 0

事10回 日本構癒学会学術集会
縣癒治療薬・外用薬の選び方 0 1 0

第10回 日本禍療学会学術集会
禍癒治療における外科的視点

0 1 0

第11回 日本構療学会学術集会
褥痣に対する物理療法の実践

0 1

第11回 日本褥痛学会学術集会
褥痣と紛らわしい皮膚疾患

0 1

第‖回日本格癒学会学術集会
事例から学ぶ褥療治療薬の上手な選び方、使い方

0 l

第12回 日本褥癒学会学術集会
褥癒と鑑別すべき皮膚疾患

0 1

日本放射線1重瘍学会
日本放射線腫瘍学会 日本がん看護学会 共催
がん放射線治療 看護セミナー (年 2回 )

0 0

日本在宅医療学会

地域連携パス・セ ミナー 0 0

医師・看護師・薬剤師のための外来化学療法セ
ミナー 0


